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持続可能な森林経営と

基本政策

ごとうたけし

後藤健
林野庁企画課課長補佐（総括）

召際一句
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1954年三重県生まれ｡北海道大学農学部林

学科卒業｡78年に林野庁に入り，在マレイシ
ア日本国大使館一等書記官，酒田営林署長，

林野庁経営企画課課長補佐（事務管理班担

当)，同計画課課冨甫佐(海外企画班椙当）を
経て，97年11月から林野庁企画課課長補佐
(総括)。
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● はじめに

佐々木林政審議会会長は，10月11日に｢新たな林政の展開方向」と題する報告書を谷農林水産

大臣に提出しました｡21世紀を展望し,制定以来36年を経た林業基本法と，その下での林政を抜

本的に見直すべきという内容です。読まれた方はおわかりでしょうが，この林政審議会報告の底

流にあるのが「持続可能な森林経営(SustainableForestManagement)」という考え方です。

さて，この持続可能な森林経営,人によって解釈がずいぶんと異なっているようです。「森林経

営」と「林業経営」とが同じ意味で使われていたり，「多様な機能の持続的発揮」というように単

純化されてしまっている例が見られます。また，「持続すべきものは何なのか｣，「循環型社会との

関係をどう考えればいいのか」といった声も聞かれます。

筆者は，1994～97年の間，国連などで持続可能な森林経営を巡る交渉などに携わりました。ま

た，その後，林政の抜本的な見直しにかかわってきました。本稿では，こうした経験を踏まえ，

持続可能な森林経営について自分なりの解釈を試みるとともに，その林政への反映方策について，

若干の私見を述べたいと思います。

●持続可能な発展と持続可能な森林経営
持続可能な森林経営について考える場合，まず，地球サミットの基本理念であるr持続可能な

発展(SustainableDevelopment)」について考えてみるのがいいでしょう。1972年，世界的な

有識者の集まりであるローマクラブは，「成長の限界」と題する報告書を発表しました。人類は，

環境破壊や資源の枯渇のために発展し続けることはできないというのです。持続可能な発展とい

うのは，このような危機意識を背景に，「環境の保全と賢明な資源利用を通じて社会経済の発展を

②一林業技術No.7042000.11



▼表①モントリオール・プロセスの基準と主な指標

基準1：生物多様性の保全（9指標）

●森林タイプや齢級区分ごとの森林の面穫と比率
●森林に依存する希少・危急・絶滅危倶種等の状態
基準2：森林生態系の生産力の維持（5指標）

持続させていこう」という一種のスロー ●木材生産のために利用可能な森林の面積と蓄積

ガンなのです。●持続可能と決定された伐採量に対する実際の伐採量の比率
基準3：森林生態系の健全性と活力の維持（3指標）

さて，読者には釈迦に説法でしょうが， ●病害虫等により歴史的な変動の幅を超えて被害を受けた森林の面積

森林は，世界の陸地の3割近くを占め， と比率
●森林生態系を特徴づける指標生物等が消滅しだ森林の面積と比率

水や大気の循環に大きな影響を及ぼすな基準4：土壌及び水資源の保全と維持（8指標）

ど，地球環境の主要な構成要素の一つで ・顕著な土壌浸食が起きている森林の面積と比率
●歴史的な変動の幅を超えて流量等が変化した水系の延長

す。また，木材や薪などの財を産みだし，基準5；地球的炭素循環への寄与の維持（3指標）
●森林タイプや齢級区分ごとのバイオマス量と蓄積炭素量水を蓄えたり災害を防ぐといった環境サ
●炭素の吸収墨と放出量を含む森林生態系の地球的炭素収支への寄与

一ビスを提供する重要な資源でもありま基準6：社会のニーズに対応した長期的･多面的な社会経済的な便益の
維持と増進（19指標）

す。したがって，社会経済を持続的に発
●加工等を通じた付加価値を含む木材の生産額と牛産臺

展させていくためには，この環境そのも・レクリエーション等による入込者数とその総人□に対する比率
●森林分野における雇用者数とその総人□に対する比率

のであり重要な資源でもある森林を，保基準7：森林の保全と持続可能な森林経営のための法的,組織的及び経
全しながら上手に利用していくことが必済的な枠組（20指標）

●定期的な森林に関する計画の作成，評価と見直しの実施
要になります。

●住民に対する政策決定過程への参加機会や情報の提供

このような「持続可能な発展のための●社会的なコストと便益の定量化と内部化のための手法の開発

森林の調和的な保全と利用」が持続可能

な森林経営なのです。したがって，「持続｣しようとするものは，社会経済の発展と，そのために

必要な多様な財やサービスの供給であり，役所風に言えば「森林の多様な機能の発揮」です。ま

た，「森林経営(ForestManagement)」という言葉が表しているのは，森林の保全や利用を含む

広い意味での「森林の取扱い」であり，営利行為としての「林業経営」でないことは明らかでし

ょう。

●持続可能な森林経営の基準。指標
それでは，持続可能な森林経営を実現するためにはどうすればいいのでしょうか。森林の保全

と利用の両立は，政策担当者や林業経営者のいわば悲願です。したがって，その具体策が示され

ないかぎり，持続可能な森林経営は絵に描いた餅でしかありません。実は，そのヒントは，「持続

可能な森林経営の基準・指標(Criteriaandlndicato1･sforSustainableForestManagement)」

の中に見つけることができるのです。ここで，少々回り道になりますが，この基準・指標へと話

を進めていきたいと思います。

そもそも，基準・指標というのは，地球サミットの際にカナダから提案されたもので，わかり

やすく言えば，森林経営の持続可能性に関する「チェックリスト」です。「基準」というのは，チ

ェックするに当たっての視点であり，「指標｣というのが実際のチェック項目です。指標に添って

定期的にデータを集め，時系列的に比較することにより，森林の取扱いが持続可能な方向に向か

っているかどうかを見定めるというのがその使い方です。

地球サミッ1､直後にまず欧州38カ国が，続いて日本，カナダ，米国，ロシア，中国など10カ

国が作成作業に着手するなど，基準・指標づくりは，大がかりな国際活動に発展しました。後者

は，1993年秋にモントリオールで開かれた国際会議をきっかけに始められたことから「モントリ

オール・プロセス」と呼ばれています。1995年の早春に，7つの基準と67の指標が10カ国間で

合意されました(表①参照)。現在は，参加国間で定期的に会合を開きながら，各国ごとにデータ

の収集が行われています。

林業技術No.7042000.11-③



／、ぐ図①持続可能な森林経営の考え方(ﾏｲﾆ氏の神殿)
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球サミット'1
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森林生態系の健全性
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たものでもあるのです。

1994年の晩秋，モントリオール・プロセスの専門家会合が東京で開催されました。会議直後の

記者会見で，座長を務めたカナダ天然資源省のマイニ(J､S.Maini)次官補（当時）は，持続可能

な森林経営を「森林生態系の健全性の維持と活力の発揮を通じ，人類の多様なニーズに永続的に
こた

応えていけるような森林の取扱い」と表現しました。このように考えると，モントリオール・プ

ロセスの7つの基準は，次の4つのカテゴリーに分けることができそうです。

◆第1のカテゴリーは，「森林生態系の健全性」（基準3）です。言うまでもなく，森林が生態
せい

的に健全であってはじめて，多様な生物がそこに棲息し，樹木が順調に成長し，保水力の高い安

定した土壌が保たれます。そういう意味で，森林生態系の健全性は，持続可能な森林経営の大前

提だと言えるでしょう。

◆第2のカテゴリーには，「生物多様性の保全」（基準1)，「森林生産力の維持」（基準2),r水

土の保全。（基準4)，「炭素循環への寄与」（基準5）が含まれます｡これらは,いずれも機能の発

揮状態を表すものです。ここで注意すべきは,これらが基準のすべてではないという点です｡つま

り,多様な機能が発揮されているからといって,必ずしも持続可能だとは言えないということです。

◆第3のカテゴリーは，「多様なニーズの維持・増進」（基準6）です。仮に，多様な機能が発

揮されていても，森林に対するニーズがうまく充足されていなかったり，森林の価値が人々に十

分理解されていなければ，やがて森林は破壊されたり転用されてしまいます。そういう意味で，

森林に対する多様なニーズの存在もまた，持続可能な森林経営の大前提なのです。

◆第4のカテゴリーは，「法的・組織的・経済的な枠組」（基準7）です。森林は，ひとたび破

壊されれば簡単には復元できません。また，森林に対するすべてのニーズを同時に満足させるの

は不可能です。したがって，長期的な視点に立った計画的な取扱いや利害の調整などのための仕

組みが，どうしても必要になるのです。

1997年の秋，高知県内で開催された国際ワークショップの中で，マイニ氏は1枚の興味深い図

を示しました(図①参照)。本人は，日本のお寺をイメージしたようですが，むしろギリシアの神

殿のように見えます。「各種の枠組の傘の下で，健全な森林生態系と多様なニーズが保たれてこ

そ，森林の多様な機能が調和的，持続的に発揮される」というのがその意味するところです。こ

の図は，持続可能な森林経営の理念を示すものとして，もっと注目されてもいいでしょう。

●持続可能な森林経営の実現方策

このように，持続可能な森林経営の特徴は，生態的な健全性と多様なニーズの確保，そして，

そのための枠組みを重視している点です。ここに着目すると，持続可能な森林経営の実現のため

には，次の2つの方策が重要と考えられます。

④一林業技術No.7042000.11



◆1つ目は，森林の生態的な健全性を保ちつつ必要な機能を発揮させるための「生態系管理

(ecosystemmanagement)」です。これは何も目新しいことではなく，人工林ではまず間伐であ

り，「適地適木｣もこれに当たるでしょう。重要なのは，森林の育成過程では，台風などの自然災

害や，木材価格，労働力事情などの社会経済状況の変化が避けられないということです。特に，

今後は，地球温暖化による異常気象や少子高齢化に伴う労働力不足も予想されます。このため，

状況の変化に直面しても，健全な状態を維持しやすい森林をつくること，森林の状態をモニター

し，必要最低限の施業だけは行えるような仕組みを整えることなどが必要でしょう。

◆2つ目は，森林に対する多様なニーズや意欲を森林づくりに反映させるための「参加型の経

営(participatorymanagement)」です。森林の機能は，地球温暖化の防止のように全世界に及

ぶものから，土砂崩れの防止のように森林の周開に限られるものまでさまざまです。しかし，専

ら地域の人々がそのメリットを受けていると考えていいでしょう。森林は，もちろん所有者のも

のですが，地域の財産でもあるのです。したがって，地域の人々が身近な森林に関心を持つのは

自然であり，森林づくりに参画するのは重要なことです。このため，住民に地域の森林の状況を

わかりやすく示すこと，森林所有者や地域住民の意見を基に森林の「あるべき姿」を描き，その

実現に人々が協力して取り組めるような仕組みをつくることなどが重要でしょう。

このように，持続可能な森林経営は，特定の森林の姿や機能の状態を指向しているわけではな

く，それを決めるプロセスに重きを置いているのです。生態系管理には，長期にわたる試行錯誤

が必要です。また，将来の世代が森林に何を望むかも不確定です。したがって，持続可能な森林

経営の実現のためには,森林の生態的な健全性の確保を基本としつつ，「森林の状態や時代の要請

に柔軟かつ迅速に対応できる森林の取扱い(adaptivemanagement)」の仕組みをつくることこ

そが肝心だと言えるでしょう。

●持続可能な森林経営と林業
それでは，ここで，わが国の森林について考えてみたいと思います。最近，民有林では，間伐

が行われない人工林や，植林されないまま放置される伐採跡地が増えています。その原因は，木

材価格の下落や林家の世代交代などにより，林業への意欲をなくしたり，自ら手入れを行えなく

なる森林所有者が増えているからです。

このように，森林への関心が薄れ，森林の健全性も失われつつあるという状況は，残念ながら，

持続可能な状態だとは言えません。わが国では，人工林が森林面積の4割を占めており，その約

7割は間伐などの手入れが必要な若い森林です。持続可能な森林経営の実現のためには，今後，

①民間活力の下で再び手入れが行われるように林業を再生するか，②採算を度外視しても必要な

手入れが行われるような仕組みをつくるか，③手入れが不要な天然林に変えていくか，ともかく

何らかの措置が必要なのです。

近年，資源のリサイクルや自然力の活用を重視する「循環型社会」の実現が，真剣に議論され

るようになってきました。森林からは，優れた天然素材である木材を，環境に大きな負荷を与え

ずに繰り返し生産することができます。森林を，再生可能な資源として有効に利用することは，

循環型社会の実現に貢献することになるのです。循環型社会を実現するという観点に立てば，林

業の活性化がより強く求められることになるのです。
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＜図②基本政策の組立て（私案）
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森林生態系の健全性の

確保のための施策

新たな基本法

姿が描けるのではないでしょうか(図②参照)。

具体的な施策としては，次のようなものが考えられるでしょう。

◆①については，例えば，健全性の維持に必要な最低限の手入れを，森林所有者の責務として

明確にするとともに，自ら林業を営むことが困難な所有者でも，安心して手入れなどを任せるこ

とのできる林業事業体を育成すること，集中的な投資や労働力の投入が必要な皆伐施業を見直し，

変化に強い複層状態や混交状態の森林への転換を進めることなどが考えられます。

◆②については，例えば，林業や木材産業を森林資源の循環的な利用を担う産業と位置づけ，

継続的に林業を営める林家や企業に林業施策を集中化するとともに，これらによる林業経営の引

受けを促進すること，林業は困難であるが公益的機能の発揮が求められる人工林などについては，

保安林の指定と治山事業による整備を進めることなどが考えられます。

◆③については，例えば，地域の森林の状況を定期的にモニターし公表すること，森林所有者

や地域住民の意向も踏まえ，発揮すべき機能に応じて地域の森林を区分（ゾーニング）し，ゾー

ンごとに望ましい森林の姿を示して，それに向けた森林づくりを推進できるような森林計画に見

直すこと，そのために各種の助成措置を重点化することなどが考えられます。

●おわりに

政策を成功させるためには，国民的，長期的な視点に立った政策理念と，効果的な施策の両方

が必要です。日本の政治家や役人は大変実利的で，観念的な論議を嫌う傾向が強いようです。し

かし，森林の育成には数十年に及ぶ地道な努力が必要であり，それを支えるしっかりした政策理

念の存在が特に重要だと思うのです。このように考えると，わかりにくさが欠点ですが，グロー

バルスタンダードである持続可能な森林経営は，新たな林政の基本理念として妥当でしょう。

持続可能な森林経営は，ニーズや枠組みの重視に見られるように，民主主義的，法治主義的な

色彩が強く，西欧的な印象を受ける読者も多いと思います。一方，循環型社会は自然の節理に基

づく考え方であり，そこには一種の東洋的な趣があります。どちらも持続可能な発展に根ざした

理念であり，森林生態系の保全と活用を基本としている点は同じです。そもそも，森林生態系自

体が一つの循環システムであり，それを核とする水や炭素の安定的な循環が森林の機能の本体で

あることを考えれば，「循環｣という視点から林政の基本理念を組み立てることも可能でしょう。

持続可能な森林経営には,いまだに国際的な定義がありません｡国により,森林の姿や森林を取

り巻く状況が千差万別であることを考えれば,世界共通の定義をつくるのは実質的に無理でしょう。

重要なことは,わが国の自然的,社会経済的,文化的な風土に根ざした持続可能な森林経営を確立

することです。本稿が,いくらかでもそのお役に立てば幸いです。読者のご批判をお待ちしています。

〔完〕
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＜緊急報告＞

林政審議会報告

(新たな林政の展開方向）の概要

林政審議会（佐々木惠彦会長）は，去る7月27

日(木)に第1回の会合を開き，以降，10月11日

(水)の会合に至るまで計6回の会議を開催し，広

く関係者からの意見も聴きつつ，今後における林

政のあるべき方向性を示した報告を取りまとめ，

同日(11日),農林水産大臣に報告書（｢新たな林

政の展開方向｣）を提出した。

この報告書は，林政審議会として，最近の森林

に対する国民のニーズの多様化や木材の需要・価

格の低迷等林業・木材産業を取り巻く厳しい状況

を踏まえ,21世紀を展望した形で林政の目指すべ

き方向を明確に示すため，新たな森林・林業・木

材産業に関する基本政策の具体的な展開方向につ

いて検討してきた結果を取りまとめたものである。

以下，林政審報告の概要を紹介する。

＊＊＊

1．はじめに

森林・林業・木材産業に関する新たな基本政策

の構築に資するよう，林政の具体的な展開方向に

ついて検討し，取りまとめ。今後，早急に施策を

具体化することを要望。特に，林業基本法につい

ては速やかにこれを見直すとともに，関係する政

策全般を国民の視点に立って再構築すべき。

林野庁企画課

2．情勢の変化を踏まえた

新たな林政の確立

(1)これまでの林政の考え方
おう

●これまでの林政は，旺盛な木材需要を背景に，

林業総生産を増大させることを目標として多

岐にわたる施策を実施。森林の公益的機能は

副次的に発揮されるという認識。

(2)森林・林業・木材をめぐる情勢の変化

・森林に対する国民の要請は，国土の保全，水

資源のかん養等はもとより，保健・文化・教

育的利用，地球温暖化の防止等にまで多様

化・高度化。

・木材価格の低迷，林業生産コストの増大等に

より林業の採算性が悪化し，人工林を中心に

管理が適正に行われない森林が増加するおそ

れ。

●建築物での製材品に対する要求は，品質・性

能が明確な資材に大きく変化。このような中

で国産材のシェアーは低下の一途。

・林業就業者の約8割が居住する山村地域は，

人口の減少，高齢化の進行等により，地域の

活力が低下し，このままでは林業生産活動の

継続が困難になるばかりでなく，森林の管理

も-卜分に行われなくなるおそれ。

グー一一一,－－〃－－－－－－〆一一一'一一一一一－－－～ｰ
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(3)新たな林政への転換の必要性

・政策の主たる目的を木材生産を主体としたも

のから，将来にわたり森林の多様な機能を持

続的に発揮できる森林整備を目指すものに転

換。

・森林所有者を中心とした従来の林業経営の考

え方を改め，森林所有者かどうかにかかわら

ず林業経営意欲を有する者が森林所有者から

の受託等により森林の管理や経営を担当。

・木材産業を林業と一体となって国産材の利用

推進に重要な役割りを果たす産業であると位

置付け，売れる国産材づくりに向けた取組み

を促進。

・森林の管理や林業の振興には山村の活性化が

不可欠であるという考え方に立って，農業政

策や関係省庁の政策と連携しながら山村の振

興を推進。

施業を導入。

･経営意欲を失った森林所有者の施業・経営を

安定的・効率的に施業・経営を行える者に集

約化。この場合，市町村長によるあっせん等

地方公共団体が関与する仕組みを設ける必要。

･身近な自然として生活環境の保全，森林との

ふれあいの場を提供する里山林等の保全・整

備・利用を推進。

(2)森林を適正に管理するためのシステムの整備

・森林所有者には森林を適切に管理する責務が

あることを明確にするとともに，保育・間伐

等が必要な森林や伐採跡地の放置等により公

益上の支障が生じるおそれがある場合に対応

できるよう，勧告，是正措置等を充実強化。

・国民的な理解と支援による森林整備を推進す

るため，ボランティア活動等を支援するとと

もに，環境税や地方自治体における法定外目

的税に関する検討状況等も踏まえつつ，社会

的コスト負担のあり方を検討。

(4)数値目標の設定

・木材自給率の設定については，新たな林政の

指針としては必ずしも適当とは言えないが，

数値目標を設定することは重要。このため，

森林の適正な管理の観点から，森林・林業の

実態も踏まえつつ,｢森林の多様な機能の持続

的な発揮を図る」という新たな林政の考え方

を表象する目標の設定を検討。

3．新たな林政の具体的方向

(3)森林の管理と森林資源の持続的利用を担う林

業・木材産業の振興

・継続的な林業生産活動を通じて地域全体での

森林の適切な管理と森林資源の持続的利用の

推進を図るため，林家，森林組合，素材生産

業者等の中から，安定的・効率的に施業・経

営を実施できる者を育成。また，林業税制の

改善についても検討。

・森林組合については，地域による森林管理を

責任をもって行う主体として位置付けるなど、

森林組合のあり方を検討。

●多様な就業ルートを通じたI幅広い人材の確保

を図るとともに，今後の森林整備に必要な知

識・技術を備えた人材を育成し定着させるこ

とが重要。

●育林，素材生産段階におけるコストを削減し，

地域の森林の整備を効率的に行うため，林道，

(1)多様な機能の発揮のための森林の適切な管理

の推進

・多様な機能の持続的発揮を図るとともに，森

林資源の持続的利用を推進する観点から森林

計画制度を見直し。最も重視すべき機能に応
ごと

じて森林をゾーニングし，ゾーン毎に最もふ

さわしい森林の整備を推進。

●健全な森林の育成に不可欠な間伐等の施業を

確実に実施するとともに，従来の皆伐一新植

を主体とする画一的な施業を見直し，多様な

'－－－－－～－－－－－－－－－－
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作業道等の整備，機械化を推進。

･特用林産物については，良質で安全な商品の

供給，需要の拡大，低コスト安定供給体制の

整備及び新商品・新技術の開発を推進。

､木材産業については，乾燥材供給体制の早期

整備，高次加工化等を推進。また，加工コス

トの低減，新製品の開発・生産等に向けて経

営革新を進めるとともに設備廃棄等を促進す

ることを通じて，木材産業の再編整備を推進。

･住宅分野や公共部門等における地域材利用を

強力に推進。また，木材のガス化，液化等に

よるバイオマスエネルギーとしての利用等木

質資源の多角的利用のための技術開発と普及

を推進。

④外材と対抗しうる国産材生産地域を育成する

ため，林道等の盤備の重点化と木材の加工・

流通施設の整備・合理化をより－1闇一体的・

重点的に行う仕組みを検討。

域による取組みを推進するための措置の内容

について検討。

4．新たな林政の

効果的な実施のための行政手法

(1)政策の視点

・政策の主たる目的が木材生産から森林の多様

な機能の発揮へと転換されることに伴い，政

莱手法も見直す必要。

・財政措置について，効率的・重点的に運用。

。I到民の理解を得ながら施策の目的を達成する

ため，陸I民への広報，政策の透明性を確保す

るとともに，施策に国民の声を反映させる手

続きを組み込むべき。

・国と地方の役割分担を明確にする必要。

●国|際規律又は国際的なルールの形成に当たっ

ては，国際規律等の動向を踏まえ，その整合

性に留意しつつ，国内政策を立案。

(2)関係者の取組み

・全体的な政策の基本方向及び関係者が取り組

むべき具体的課題を明らかにするほか，一定
ち生く

期間ごとに取組みの進捗状況を検証。

(4)公的関与による森林の適正な管理

・公益的機能の確保の観点から森林の適正な梢

理が必要な場合に，保安林の機能確保のため

の治山事業による森林整備を実施するととも

に，立地条件に応じた緑資源公団，林業公社

による森林整備を実施。 (3)政策のプログラム化と定期的な見直し
鐙おむ

●政策課題について，今後概ね3～5年間の政

策を具体化するためのプログラムを策定・公

表。また，プログラムに基づき，個別の政策

について，費用対効果等の評価を行いつつ着

実に実施。

●5年程度ごとに総点検と評価を行い，不断に

検証評価。

＊＊＊

林野庁として，今回の林政審議会からのご意見

を踏まえ，本年中を日途に政策大綱等を取りまと

めるとともに，新たな基本法案等の準備を進めて

いくこととしております。

森林・林業・木材産業関係の皆様方のご理解と

(5)国有林野事業の抜本的改革の推進

・国有林野を名実ともに「国民の森林」とする，

という基本的な考え方に即して，引き続き抜

本的改革を積極的に推進。

(6)山村地域の活性化

・山村地域の活性化を図るため，就業機会の創

設・確保，定住条件の整備，都市と山村の交

流を促進。

・森林の適切な管理を通じ森林の多様な機能の

発揮を図る観点から，地域が行う森林の管理

行為に対する施策など，森林管理のための地

ー一一一"一一一｝一一一一一一一一一一一一
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ご支援をよろしくお願いいたします。 基本政策に関する意見の取りまとめ

(｢新たな林政の展開方向（案)｣）

テーマ

【林政審議会の開催経緯等】

開催経緯

○第1回（平成12年7月27日）

テーマ：森林・林業・木材産業基本政策の検討

方向（案）

○第2回（平成12年8月8日）

テーマ：参考人からの意見聴取（1）

建築家，木材流通業，製材業素材生

産業

○第3回（平成12年8月22日）

テーマ：参考人からの意見聴取（2）

住宅産業，森林組合，林家，地方公共

団体

○第4回（平成12年9月7日）

テーマ：取りまとめに向けたフリートーキング

○第5回（平成12年9月27日）

テーマ：基本政策に関する意見の取りまとめ

（会長私案）

○第6回（平成12年10月11日）

(参考）林政審議会委員名簿（五十音順）

○秋山智英（国際緑化推進センター理事長）

○飯塚昌男（全国森林組合連合会代表理事会長）

○海瀬亀太郎（日本林業|司友会副会長）

○菊池繁安（全国町村会常任理事）

○久我一郎（全国木材組合連合会会長）

○幸田シャーミン（フリージャーナリスト）

○木平勇吉（日本大学生物資源科学部教授）

会長：○佐々木惠彦（日本大学生物資源科学部教

授）

○高木郁朗（日本女子大学家政学部教授）

代理：○田中宏尚（自主流通米価格形成センター

会長）

○田部井淳子（登山家）

○橋本昌（茨城県知事）

○松本康子（労働保険審査会委員）

○安原正（㈱さくら総合研究所特別顧問）

－－－－－一グー－－－－－－～一一グーーグー一一一一一一

I日本林業技士会
第20回通常総会開催

10月19日，スクワール麹町(東京・四ツ谷）

にて開催。鈴木技士会会長（写真）はもとよ

り，来賓の伴林野庁長官，秋山日本林業協会

会長，弘中日本林業技術協会理事長，さらに
総会において会員からも，一致して技士制度
の実効性について，熱い思いが語られた。総

会後，羽賀正雄氏の講演（切手が描く森と木
の世界）および懇親会が行われた。

I農林水産環境展2000が開催されます／
持続可能な農林水産業の発展を目指し，11月29日～12月1日にかけて，日本コンベンション
センター（幕張メッセ）展示ホール7を会場に開催される。展示多数。また，一部有料となるが，
第1回農林水産環境シンポジウムがA～Gの7種併催される。
主催：農林水産環境展実行委員会http://www.kankyo-news.co.jp/efaff/

I締切り間近／青年海外協力隊秋の募集
'1月20日まで。詳細はhttp://www.jioa.go.jp参照。
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年間特集もいよいよ大詰めに近づきました。本号では，壮大なドラマがあっ
た土壌調査と松くい虫防除を振り返ります。まだ，“民有林”は西川，智頭
を，“林家”はユニークな経営2題を，‘‘1コマ”は屋久島をご紹介します。

，
燕
画｜特

士
書
壌調萱
虫(松くし集20世紀の森林･林業●X

１
Ｊ

土壌調査を振り返る 一

一や

ましもよしひさ

真下育久元・東京大学教授

10）年の23年間に大造林を遂行した経験を持つ。

特別経営時代の造林と呼ばれ，無立木地を主に，

全国的な規模で人工造林を推進した。その成果は，

確かに後世への遺産として50年後の戦災復興に

大きく貢献するが，反面かなりの面積の不成績造

林地を残した。当時はまだ人工造林の技術，経験

に乏しく，特に適地判定，適木選定，林木種苗の

問題など科学的知識に欠けたことが失敗の原因で

あったとの総括もある。このような先例を踏まえ

て，戦後の造林を成功させるため，適地判定の基

礎としての林野土壌調査が先行開始されたのであ

ろう。

●大政の土壌類別●

1948(II召23)年に私は林業試験場に入り，大政

正隆造林部長（当時）の指導の下に土壌の研究を

始めた。林業試験場は戦災を受けて大部分が焼失

し，跡地に土壌研究室など2～3の木造平屋の建

物ができたばかりで，実験室にはまだ実験台もな

かった。しかし土壌調査事業推進の熱意と希望に

満ち，研究室は活気にあふれていた。

調査事業発足の当初には，肝心の土壌分類力§ま

だ固まっておらず，大政試案が暫定的に用いられ

ていた。これは同氏が1938(昭13)年ごろから東

北地方のブナ林で行った土壌の研究に基づくもの

である。ただしその研究は，その後の戦争激化に

より中断され，さらに1945(昭20)年の空襲で貴

重なデータの多くも焼失したと聞いている。よく

知られている同氏の名著｢ブナ林土壌の研究｣*'の

●林野土壌調査発足のころ●

1947(Ⅱ召22)年に国有林野土壌調査が発足し

た。日本における組織的，本格的な森林土壌調査

事業と，これを支える研究が始まったといえる。

ただし当時の国有林に土壌調査のできる技術者集

団があったわけでもなく，土壌の分類，調査法が

確立していたのでもない。林業試験場は調査事業

の技術面を担当し，まず調査員の養成から始めた。

この年の10月に前橋局の棚倉で，12月に熊本局

の人吉で，北海道を除く9営林局の担当者を集め

て現地講習会を開いたと記録されている。なお北

海道の講習会は3年後に札幌で開かれ，私はこれ

に講師として参加した。

1947（昭22）年といえば，第二次世界大戦終結

後まだ日は浅く，東京をはじめ主要都市の多くは

焦土と化し，混乱と窮乏の中にあった。なぜこの

ような時期に，森林土壌訓査のような，いわば縁

の下の力持ち的な事業が，調査手法も十分固まっ

ていない状態で急きょ発足したのであろうか。そ

れは間もなく始まるであろう国家的な大造林を予

想した諸先輩の先見の明であるといえよう。

そのころの森林・林業とその社会的背景につい

ては，この年間特集ですでに述べられているとお

り，戦中・戦後の過伐，乱伐による造林未済地が

150万haにも達した｡さらに荒廃および荒廃移行

林野も50万haを超え，洪水，土砂災害の頻発す

る憂慮すべき状態にあった。

国有林は,今世紀の初頭,1899～1921(明32～大

＊1：林土調報1
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▼表①大政の土壌基準型

乾性土壌の水分履歴効果は湿潤土壊に比べて極端

に大きいことを認めた。つまり乾性土壌は，乾い

ているときに水を加えてもなかなか元の湿った状

態に戻らない特異な性質を持っている。この性質

を端的に表す実験として，次に土壌の水分吸収速

度を比較した。ふつうの土壌は，乾いているとき

のほうが水を速く吸収するが，乾性土壌はpF4

以上に乾くと吸水速度は著しく遅くなる。それは
はっすい

土粒の表面が水をはじく性質（擁水性）を持つた

めである。擁水性の原因の一つに菌根菌糸の影響

がある。アカマツ，ツガ類，シイ類などは乾性土

壌によく自生する樹種であるが，これらは根に外

生菌根を持ち，その菌糸束はしばしば菌糸網層を

つくる。マツタケの「シロ」である。菌糸束とそ

の土粒は強い擬水性を示し，土壌の乾燥を助長す

る。つまり乾性土壌の生成には，乾燥しやすい土

地条件のあることはもちろん，植生も影響し，土

壌自身もこれを助長する。

●林木の成長と土壌および環境条件●

1954(昭29)年は，年間造林面積43万haを記

録し，造林の最盛期を迎えた。この年に民有林の

土壌調査事業が始められた。これは適地適木調査

(国庫補助事業)と呼ばれ，拡大造林予定地を対象

に，縮尺1/5,000土壌図をつくる詳細な調査で，

さらに気候，地質等をも考慮して適木を選び，大

まかではあるが期待収穫型を推定するものであっ

た｡そのころ国有林の調査では縮尺1／2万土壌図

の作製が順調に進んでおり，また土壊型（大政の

基準型）による適木の選定も可能になっていたが，

収穫量の推定までは手を付けていなかった。そこ

で私どもは急きょこの問題の研究に着手し，3年

間で東海・関東地方の4団地を調べ，成果の一部

を「スギ･ヒノキの成長と土壌条件（1958)｣*'に速

報し，詳細な研究内容は「森林土壌の理学的性質

とスギ・ヒノキの成長（1960)｣*2に報告した。

この研究では林木の成長表示に地位指数を用い

た。これは，当時の日本ではまだ使われていなか

ったが，欧米で広く使われ，基準年齢は人工林50

年，天然林100年と決められていた。しかし日本

土壌群｜土壌基準型l記号

I褐色森林土
壌群

乾性褐色森林土
(傾斜地型）

乾性褐色森林土
(緩斜地型）

弱乾性褐色森林土

適潤性褐色森林土

弱湿性渇色森林土

湿性褐色森林士

ｊ
ｊ
ａ
ｂ

Ａ
ｎ
Ｂ
Ｂ

Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ

Ｃ
ｄ
ｅ
ｆ

Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ

Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

nポドゾル土
壌群

1）乾性ポドゾル

a)ポドゾル

b)ポトミゾル化土壌
C)弱ポドゾル化土壌

Ｉ
Ⅱ
川

，
Ｄ
０

Ｐ
Ｐ
Ｐ

2）湿性ポトミゾル

a)高山湿原ポトミゾル

b)低湿ポドゾル

c)グライボドゾル

Ｔ
ｌ
卸
ｕ

Ｗ
Ｗ
Ｇ

Ｐ
Ｐ
Ｐ

Ⅲ地下水土壌
群

a)グライ土壌 G

印刷は，発足4年後の1951（昭26）年となる。

東北地方のブナ林で行った大政の土壌類別が日

本中，特に暖地にも通用するかどうかまず確かめ

る必要があり，調査事業の初めの1～2年は各局

で概査，土壌の柱状標本の採取などを行い，新し

く黒色土，赤色土を追加して，林野土壌の類別と

その基準が整えられた｡これによって1952(昭27）

年に林野土壌層断面図集(1)が，また1955（昭30）

年に国有林野土壌調査方法書力汗1行され，調査事

業は軌道に乗った。

大政の土壌類別は大変ユニークなものである。

思想的には近代土壌学の始祖といわれたロシアの

ドクチャエフの流れをくみ，土壌生成論的見地か

らの土壌分類が試みられた。すなわち土壌断面の

形態的特徴に基づき，十和田･八甲田山地域で13

の土壌基準型を設け，表①に示すように，これら

を褐色森林土群など3群にまとめた。土壌断面の

形態とは,Ao層（表層の粗腐植）の形態，土色，

構造，層位とその推移などである。これらは水分

環境をよく反映するので，褐色森林土は乾性から

湿性までの6基準型力穀けられた。

当時は，温暖多雨の日本で，乾性土壌ができる

ことをいぶかる向きも多かったが，大政はこれに

ついて次に述べる仮説を立てた。それを実証する

実験の一つとして私はpF曲線を比較したところ，

＊1；真下育久ほか，林土調報9＊2：真下育久，林土調報11
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では伐期がいくぶん低下する傾向にあり，また人

工林の多くが特別経営時代後期のもので,林齢40

年程度であったことから基準年齢を40年とした。

この種の研究・調査には，対象林地として，1団

地にほぼ同齢の造林地が広く，また成長が著しく

良好なものから極端に劣悪なものまで連続してい

ることが望ましい。このような意味で特別経営時

代の大造林は，われわれ後世の研究者にとって貴

重な遺産であった。

スギ品種の環境調査が上記の研究に引き続き，

同じ調査手法で，1957（Ⅱ召32）年から4年間行わ

れた。これは農林省農林水産技術会議の新品種育

成研究の一環である｡全国的に著名な14のスギ在

来品種について，成長（地位指数）と土壌を中心

とする環境条件との対応関係を解析した。その成

果の一部を紹介すると，どの品種でもスギの成長

は，乾性土壌には不良，適潤性土壌に中庸ないし

良,弱湿性土壌に最も良好である。またオビスギ・

メアサスギ（南九州)，サンブスギ（千葉県）など

表日本のスギの成長は土壌の透水性,表土のC/N

比とよく対応する。この点は南関東，東海地方で

行った真下（1960）の研究とよく一致する。しか

し富山県丘|陵地帯のボカスギの成長は透水性,C/

N比と明瞭な関係を示さない。透水性不良な多湿

ないし過湿の土壊にスギが比較的よく成長する例

は，秋田，青森地方など裏日本ではよく見られる。

このほか成長の早い品種にヤブクグリ，ウラセバ

ル，ホンスギ，ボカスギが，遅い品種にサツマメ

アサ，サンブスギが挙げられる。このような個々

の品種の知見よりも，この調査のデータによって

後日，数量化による成長予測の道が開かれた点に

意義があると私は思う。

●数量化による地位指数の推定と要因解析●

数鍾化は多変堂解析の一つで，文部省統計数理

研究所の林知己夫（1959)*'によって開発された。

たまたま同研究所と林業試験場に内地留学してい

た北海道林務部の小林正吾が，数量化の演習のた

め私の所へデータを借りにきた。そこでスギ品種

のデータの一部を貸し，解析を試みてもらった。

その結果はかなり満足できるものであった。特に

品種，土壌型，地質などの定性的因子を変量とし

て，スギの成長を予測できること，各因子の成長

に対する寄与度が算出されることに好感を持った。

林業試験場は，国有林の要請を受けて,1960(昭

35）年からカラマツ造林地の実態調査を行った。

拡大造林の弊害の一つとして，国有林の森林伐採

が奥地の高冷地へと急速に進み，跡地の造林にカ

ラマツが多用された。カラマツは高冷地の造林に

掛け替えのない樹種であるが，病虫害にかかりや

すく，適地についてもまだ十分わかっていなかっ

たため，不成績造林地が目立ち，その原因解明の

実態調査であった。私ども土壌グループと西沢正

久の森林測定グループが共同で長野局和田国有林

の造林地を調べた結果，カラマツの成長は標高，

土壌に強く支配されていることを数量化によって

解明した。また，この成果をまとめた「数量化に

よる地位指数推定法(1965)｣*2は,地位指数調査の

具体的手法を固めるのに役立った。

国有林はさっそくこの方法により，1965(昭40）

年から各局の地位指数調査を始めた。これが地位

級となり，地利級と合わせて立地級のつくられた

経緯は，この一連の特集の中で，渡邊定元がすで

に述べている（本誌3月号)。

一方，農林水産技術会議では，その発足当初か

ら，畑土壊の生産力に関する研究（1956～60)を

皮切りに，土壌生産力の特別研究が始まり，桑園，

草地，果樹園，林地が続いた。林地部門は他部門

と異なり，土壌分類，生産力評価法はすでに完成

していたので，この研究では地域的な土壌の分布，

性質の違いとこれに関連した潜在生産力格差の解

明に重点を置いた。日本に最も広く造林されてい

るスギを生産力評価の代表樹種に選び，土壌とス

ギ林地位指数の対応を地域別に比較すると，図①

に示すように，どの地域でも,BA,BB(乾性褐色

森林土）の地位指数が最も低く,Bc(弱乾性),

BD((,)(適潤性偏乾亜型),BD(適潤性),BE(弱

湿性）の順に，湿潤になるほど高くなる傾向が明

瞭である。要するに大政の類別を基本とした林野

土壌の分類は，造林適地の判定，潜在生産力の推

*1:r数量化と予測に関する根本概念」統計数理研報7,1*2:林試研報176
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スギは数堂化を行った46地域中35地域で土壌

区分が1位を占め，圧倒的に土壌の重要度が高い。

2位は地質，3位は標高（温堂指数）であるが，
#ん

2位と3位は僅差。4位は局所地形である。

ヒノキの1位は土壌区分(26地域中11地域)で

あるが，スギほど圧倒的に高くはない。2位標高，

3位地質。2，3位の差は僅少。4位は局所地形。

アカマツ（名古崖局愛知はクロマツ）の1位は

土壌，2位は標高であるが，両者は僅差。

カラマツの1位は標高。2位土壊と3位地質の

差は小さい。

要するに土壌の良否が林木の成長に関与するの

は確かであるが，その度合はスギが最も強く，ヒ

ノキ，アカマツ，の順に低下し，カラマツは土壌

より標高のほうが重要である。

環境要因と林木成長に関する膨大なデータが集

められ，その取りまとめを始めたとき，残念なこ

とに私は大病を患い，2年間研究を中断した。

●森林の公益機能計量化●

24

22

20

８
６
４
２

１
１
１
１

地
位
指
数

10

8

BA･BBBcBD(d)BDBD崩積BE

①奈良県吉野④高知県四国山地⑦伊豆・箱根
②大分県日田⑤新潟県北部③佐賀県脊振など
③秩父・天竜⑥秋田県北部佐賀・武雄

▲図①地域別土壌型とスギの成長（真下一まとめ）

定に有効である。また上記の土壌型の順に，石灰

飽和度が高くなるなど理化学性が良好になる傾向

も，この研究からまとめられた。

図①からはまた，地域による地位指数格差のか

なり大きいこともわかる。吉野，日田，秩父，天

竜はいずれもスギ林業地として有名であり，それ

らの生産力は高い。これに対して脊振，伊豆，箱

根ははるかに低い。地域格差の原因はいろいろ考

えられるが，地質・地形もその1つである。秩父，

天竜，吉野，高知県四国山地などは中・古生層堆

積岩および変成岩の壮年山地であるが，他地域で

も同じ地質・地形区の生産力は高い。また花崗岩，

火山灰の地域は，一般に生産力の低いことが多い。

林木の成長に関与する環境要因の重要度に順位

を付ける評価を試みた。1960(昭35)年から10年

間に行った地位指数の調査･研究では,100余の地

域・樹種について要因の偏相関係数が算出されて

いたので，地域・樹種ごとに偏相関の高い順に1

位，2位，と要因に順位を付けた。その結果を表

②に示す。

1972(I1召47)年，研究に復帰してみると，世の

中は一変していた。1955～70(昭30～45)年にか

けて日本の高度成長は目覚ましいものがあったが，
ひずみ

その歪が一度に噴き出した。森林においても，無

秩序な林地転用，自然破壊につながる乱開発，ま

た国有林の大面積皆伐にも批判の声が上がった。

一方，森林の価値観も，従来の木材生産から環境

保全，自然保護へと見直される気運が生まれてき

た。

林業試験場は，林野庁の要請によりワーキング

グループをつくり，森林の持つ各種公益機能の計

鐘化を試みた。私も土壌貯水能の面から水源かん

養機能の計塗を考えた。土壊に一時貯留され，重
こうげき

力により移動する水分(pF2.7以下）を含む孔隙

量を土壌貯水能とした。手元にあった約600カ所

のデータから，日本の森林土壌の深さ1mまでの

貯水能を計算すると,444"m3が得られた。同じ

データによる別の試算では482"m3となった。

これは東京都の小河内ダムの貯水量の250倍に当

たる。このほか土砂流出・崩壊防止機能，二酸化

⑭－林業技術No.7042000.11



▼表②林木成長に対する環境要因の重要度（偏相関）順位（枠内の数字は地域数）（真下-1978）

ス ギヒノキ

重要度順位重要度順位
1234567以下1234567以下

土壌区分

駕識識
地質区分

局所地形

方位

傾斜区分

土壌区分

地質区分
標高区分
(濡憲指数）

局所地形

傾斜区分

方位

カラマツ

重要度順位

234567以下

アカマツ．（クロマツ）

重要度順位

1234567以下 1

分
釦
分
分
形
分
位

》
》
窪
窪
地
窪

漂
畷
土
地
局
傾
方

土壌区分

標琶区分
(温童指数）

地質区分

局所地形

方位

傾斜区分

評価因子一要因解析一林地の重要度一吟味一外的基準
(林地を性格づける要素）

海抜 高
一
一
質
一
一
形
一
壌
一
一
癖

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

－基底流出量一かん謎水源
適
正
な
森
林
配
置
・
森
林
施
業

自
然
条
件

－洪水流出量一洪水 防止

量
量
率
積
数
額

蝿
鐸
琳
幅
鑑
費

ダ
崩
人
樹
入
消

土地 保全

木材 生産

人
為

森林レクリエーション

’公園指定などの制度

▲図②林地の重要度評価体系(真下，久保1975）

もしれないが，ワーキンググループでは釈然とし

ない者が多かった。

ワーキンググループは，次に新しい森林計画の

ために林地の重要度（危険度）の分級評価の手法

作成を急いだ。その主旨は，森林の効用に対する
こた

社会的要請は近年多様化している。これに応える

ため森林計画では林地を評価し，災害危険度の大

きい土地，レクリエーションに適した場所等，そ

れぞれに適した森林を配置できるよう計画を立案

炭素の固定，酸素の供給量などが計算された。

林野庁は，この試算の金額表示を試みた。小河

内ダム250個つくるにはいくらかかるとか，ある

いは原水コストからすれば森林の機能は年間1兆

6千億円とも試算した。このほか酸素供給量は5

兆円近くにもなり,森林の公益的機能は合計12兆

8千億円を数え，当時の国家予算に匹敵するとい

う。行政的感覚では，このような評価もそれほど

乱暴ではなく，また世人の関心を引くには有効か

林業技術No.7042000.11-⑮
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▲図③水源かん養に関する林地の重要度分級図一利根川流域一

(1954(昭29)年)の半数に満たない。以後

の造林は減少の一路をたどる。昭和の大造

林も終幕を迎え，国有林野土壌調査は

1977(昭52)年に，民有林適地適木調査は

1978(昭53)年に幕を閉じた。前者は30年

の歳月をかけて国有林面積の83％を調査

し,縮尺1／2万土壌図を遣した｡後者は25

年のうち初めの15年間,1/5,000土壌図

をつくる詳細な調査を行い，民有林面積の

15%をカバーしたが，土壌図は印刷され

ず，その成果は後世に遣らないであろう。

後期10年間には，民有林面積の49%の土

壌図(1:50,000)が印刷された。

1976（昭51）年，林業試験場土壌部は，

多年の調査結果を集約するとともに，沖縄

復帰などによる亜熱帯林土壌も加えて，新

しく分類体系を整備し，「林野土壌の分類

土壌群

％

(真下育久，1975）

▼表③森林土壌の分布率（推定）

ポトミ
ゾル

5

褐色
森林土

75

黒色土

10

赤・黄
色土

1

その他

1

未熟土
岩石地

8

する。その骨子は図②に示すような評111i体系とな

る。翌1973(昭48)年，森林計、担当者を集めて

講習会が開かれ，この評価体系に基づいて，水洲

かん養など森林の5機能に関する林地の塑要度

(危険度）の評価が全国的に始まった。

この評価と併行して，森林造成維持費用分担推

進調査(林野庁･水利科学研究所）が1974(11W"!9)

年から,利根川など10大河川の流域をモデルにし

て行われた。私は，各流域林地に2kmの網をか

け，区画の林地の重要度，危険度を高・巾・低に

区分評価した。利根川流域森林の水源かん擬機能

の例を図③に示す。今後の森林造成において，森

林の持つ公益的機能を満度に発揮させるための林

地評価である。そのような森林の造成維持費用は

だれがどのように分担すべきか，世論への呼びか

けであった。

●森林土壌調査事業の終焉と遣された成果●

1976（昭51）年の年間造林面横は最盛期

(1975)｣*'を刊行した。大政の研究(1951)から25

年，土壌調査方法書(1955)印刷から21年の間に

蓄穣されたデータ，知識による改訂である。内容

は，新しく土壌亜群を設けて，7土壌群，22亜

群，74土壌型，12亜型とした。大政類別の13基

準型が74土壌型に大量に増えたが,それは沖縄な

どに多い赤・黄色土，暗赤色土が加わったことと，

褐色森林土群が5亜群に細分されたことによる。

なお新しく加わった種類は，数は多いが分布面積

は概して小さい。

土壌の生成・分類において特筆されることは，

大政正隆らの研究(1957)*2により，日本の赤色土

が古期の温暖期に生成された古土壌と判明したこ

と，また黒色土は一般に火山灰を母材とするが，

黒鳥忠ら（1963）＊3は非火山灰黒色土を認め，湛

水条件下の生成を報告したことである。

最後に日本の森林土壌の分布率を推定すると，

表③のように，褐色森林土が最も広い。次に黒色

土が広く，ポドゾルは4～5％であろう。未熟土・

岩石地は8％程度と推定される。その他の土壌群

は僅少である。

＊1：林試研報280＊2W林土調報8＊3：林土調報13
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集｜特集20世紀の森林･林業●X
土壌調査、森林
害虫(松くい虫） ，

ED世紀の森林病害虫
一松くい虫問題を中心に－

大日本山林会副会長

●はじめに●

わが国の森林病害虫問題を振り返ってみると，

病害では，明治末年から全国のスギ苗畑・造林地

に拡大したスギ赤枯病，第二次大戦後カラマツ造

林の成否を制するといわれたカラマツ先枯病，ヒ

ノキなどの漏脂病を含む材質劣化病害，最近では

ナラ類の集団枯損などが顕著なものであり，虫害

では，戦前から北海道にときどき発生したヤツバ

キクイムシ，苗畑・若齢造林地でのコガネムシ類，

大戦後各種針葉樹の拡大造林地に大発生したマツ

カレハ，タマバエ類，次いで問題となったスギカ

ミキリを含む材質劣化害虫など，枚挙にいとまが

ない。これらについては，先人たちの研究と防除

努力によって制御に成功するか，またはその見通

しが立っている。

しかし戦前から今に至るも衰えを知らぬ柄害虫

といえば，いわゆる松くい虫による松枯れ（マツ

材線虫病）をおいてほかに比肩すべきものはない。

わが国の森林病害虫問題は松枯れを抜きにしては

語れない。

現在日本各地に見られるような，順調に生育し

てきた松林が急激にかつ集団的に枯れるという現

象は，明治以前の歴史をひもといても見当たらな

い。日本人の松に対する愛着心から見て，もしこ

んな枯れが現れたら，少なくとも詩歌に詠まれ，

物語の端々に残っているはずである。また多くの

本草学者や，外国人の中でも優れた自然観察者で

あるツンベリーやシーボルトなどの書物にも記載

されているはずであるが，いずれにも見当たらな

い。藩政時代の記録に松が葉を失い枯れたという

書類が散見されるが，記述から見て毛虫による食

こばやしふじお

小林富士雄

害であることは間違いない。

、

ふ き

篭繧壹諄予

●矢野宗幹技師の調査報告●

現在見られるような，いわゆる激害型の枯れが

初めて記録に現れるのは，わが国の森林昆虫学の

創始者の一人である林業試験場矢野宗幹技師によ

る1913（大2）年『山林公報』（現在の『山林』）

の報文である。「明治三十八,九年ヨリ長崎市内二

於ケル松樹秋期二至リテ点々枯死スルモノアリ」

で始まる14ページにわたる詳細な記録がそれで

ある。その観察記録を要約すると，①クロマツ，

アカマツともに被害を受ける，②針葉は，しおれ

始めると20日～1カ月で急激に赤褐色になる,③

樹齢20～150年のものすべて同様に被害を受ける，

④枯れの時期は9月下旬～1月にわたるが,10月

が最も多い，⑤立地条件による被害程度の差はな

いが，孤立木，優勢木，林縁木に比較的多い，⑥

4～5本から10数本集団で枯れるのが常で,この

場合前年枯れた木の付近に多い。これは現在のマ

ツノザイセンチュウによる激害型枯損の特徴とピ

ッタリー致し，矢野技師の観察力の鋭さには脱帽

する。

矢野技師はさらに枯死の原因についてあらゆる

角度から検討し，今まで見聞したことのない異常

な枯れであることを認め，その真因は不明である

としながらも，枯れ木の伐倒・剥皮・焼却を勧め

ている。明治38年は1905年に当たるので，材線

虫による松枯れはまさに20世紀に始まったもの

であるといえよう。

長崎の被害は限られた範囲の発生であり，また

適切な指示による徹底防除のゆえか再度の発生は

なかった。その後大正時代には老樹の単木的な枯

林業技術No.7042000.11-⑰



れが見られる程度であったが，昭和に入ると，今

日の激害型に近いと思われる枯れが各地で報告さ

れるようになった。

●昭和10年代から戦後まで●

昭和に入ってからの特筆すべき顕著な被害は，

赤穂・相生など兵庫県西南部（播磨地方）の海岸

一帯から始まり，さらに岡山県など山陽道全体に

拡大した被害である。九州では長崎県佐世保，佐
おぴ

賀県伊万里，宮崎県妖肥，熊本県八代などを中心

に拡大した。1935～45（昭10～20）年にかけ全国

の年間被害は10万In3台から50万m3台に膨れ

上がった。

これらの被害に対し関係機関が現地に集まって

たびたび検討会を開いたが，これだけの激害を起
かっかそうよう

こす真因がつかめないため，隔靴掻痒の感を抱き

つつも当面の対応策を出さざるをえなかった。当

時の共通した考え方は，樹皮下を食害するいわゆ

る松くい虫は本来二次的害虫であるが，密度が高

まると，松に対する間断ない攻撃によって樹体が

衰弱し，枯れに至るというものである。したがっ

て防除法としては，松くい虫（樹皮下穿孔虫）の

密度を少しでも低下させるための伐倒・剥皮・焼

却しかないというものであった。このように考え

たのは，北海道や欧米諸国で種々の針葉樹を枯ら

すキクイムシ類の対策を参考にしたものであろう。

このほか肥料木など広葉樹の混植による｢耐害林」

造成や，生丸太に害虫を集める餌木法なども真剣

に議論されたが，その効果を疑問視しつつも，実

証試験に着手することになった。

しかし日中戦争に続いて1941(昭16)年，太平

洋戦争に突入し，すべてが戦時体制に入ると，こ

れらの防除対策や試験研究もほとんど手付かずの

状態となった。戦後2～3年の混乱期も，松くい

虫問題はほとんど顧みられないままに過ぎた。

戦争中は坑木・軍需用材として，戦後は燃料や

復興資材として松丸太の移動が激しく，一方，防

除は放置されたままであったため，被害地は戦前

よりさらに拡大した。1947（昭22）年に至って発

生は27都道府県にまたがり，被害材積は年70万
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▲ファーニス氏(R.L.Furniss)
1963年2月，米国ポートランドにて

I

m3を超えた。同年，全国の研究者が集まり戦後の

研究が始まり，翌1948（昭23）年，林野庁は「松

くい虫防除係」を設置し松の皮付丸太の移動禁止

を打ち出し，被害木の伐倒・剥皮・焼却，餌木誘

殺法，鳥類巣箱設置などに補助金を支出した。巣

箱設置については，研究者はこのような激しい枯

れには効果がないと批判したが，松くい虫被害が

野鳥の減少と関係ありとする当時の新聞論調など

はこれを支持した。

●ファーニス勧告による

防除体制の確立●

松枯れ対策の担当機関である林野庁の行政措置

も，戦後の混甜切にあっては強力かつ統一的に行

うことは困難であった。日本政府の上にあって戦

後改革の司令塔であった連合軍最高司令部

(GHQ)の天然資源局は,激烈を極める松枯れは民

政上の重要問題との認識から，小島俊文氏を嘱託

として招き，氏はその依頼によって｢Barkbeetle

inJapan」を出版した。これに続き天然資源局の

依頼に応じ，米国森林局北西部林業試験場昆虫科

長のファーニス(R.L・Furniss)が1949(昭24)

年11月に来日し，約3カ月間,西日本各地を精力

的に視察し，また多くの林業技術者や森林昆虫学

者と意見交換し，「第一次ファーニス勧告｣を残し

て帰米した。その1年後にも再来日し同様調査の

のち第二次勧告を残したが，その内容は第一次勧



告と実質的に変わるものではなかった。

以上第一次，二次を含めファーニス勧告の内容

は，技術的問題にとどまらず，森林防疫の体制，

補助金，法規改正を含む広範なものである。技術

的内容としては，一部で行われていた巣箱設置，

餌木誘殺など防除事業上技術的に効果不明確なも

のを退け，伐倒・剥皮・焼却という一点に絞った

ことに重要な意味があった。それにもまして重要

な内容は，従来から責任の所在がはっきりしない

森林病害虫防除体制を政府に一本化し，新しい組

織をつくること，組織的な被害調査を行うこと，

防除補助金の使い方を改めること，専門技術者を

養成することなど，わが国の森林防疫の諸態勢を

根本的に改革することを勧告したことである。

ファーニス勧告は，日本政府に対するGHQの

正式勧告（命令）であり，これにより勧告後の日

本側の対応を含めてわが国の森林防疫上にエポッ

クを画すことになった。これを受けて林野庁は，

｢松くい虫等その他の森林病害虫の防除予防に関

する法律（略称：森林病害虫等防除法)」を

1950(昭25)年3月に公布し，これに伴う大幅な

改革を行った。森林病害虫防除が法的な根拠を持

ったのはこのとき以降である。

勧告以降は連合軍の地方軍政部を通じ県庁に命

じ，実行報告書を提出させるなど徹底した防除を

督励した。このような連合軍の強力な権限のもと

に行われた人海戦術によって，1960（昭35)年以

降，被害量は急激に減少し始めた。このほか急激

な被害終息の背景として，薪炭は戦争中に引き続

き統制下にあり自由に入手しにくい統制品であっ

たため，枯れ木は量り売りまでされて飛ぶように

売れるという燃料不足事情があった。

伐倒・剥皮・焼却の歴史は古く，林野庁も林業

試験場も終始この方法を最善としてきたにもかか

わらず，長い間被害が収まらなかったのはなぜで

あろうか。これについて防除法の施行当時から林

野庁の初代森林病害虫防除室長として敏腕を振る

った河合慎二氏は，①この方法があまりに原始的

で，もっと気の利いた方法があるのではないかと

いう疑問が持たれていた，②長い間続いた被害で

やり方が投げやりになっていた，③全体の協力態

勢ができなかったこと，などを挙げている。この

ような松くい虫防除事業の基本的な問題点は，現

在とあまりにも似通っていることに驚きを禁じえ

ない。

●産みの苦しみの時代●

以上の社会的背景と，新法律に基づく行政処置

と連合軍の強力な後押しが実り，1952（昭27）年

からほぼ10年間は，被害は中休みの状態が続い

た。被害量は昭和30年代には年間約30万nl3台

に沈静化した｡この沈静期のあと昭和40年代後半

から再度被害が増加し始め，1973（昭48）年には

100万rn3を超え，被害地も紀伊半島，房総半島に

まで拡大した｡これは昭和30年代半ばからのエネ

ルギー革命によって社会環境が一変し，木質燃料

源であった松の経済111i値が著しく低下したことが

その背景にある。

このような社会経済的背景のもとに拡大を始め

た松枯れは再び社会の関心を集め，担当機関のう

ち，特に研究機関がその期待を背負うことになっ

た。松枯れの真因は不明のまま，日塔正俊氏（次

いで小田久五氏）を中心とする林業試験場昆虫科

の研究グループは，松枯れの現象を整理するため，

まず枯損型を提案した。枯損型とは年間にわたる

枯れを樹皮下の加害虫の種類と発育状態の組み合

わせから5型に分けたもので，さらに全国の松の

枯れ方を恒常発生，風害跡地，激害，微害の4タ

イプに分け，それぞれのタイプを上記の枯損型と

照応して説明することにより，現状で研究を集中

すべきは激害型であるとした。

激害型を起こす原因を探る手段として，健全木

を含む松林の皆伐によって伐根の樹脂の出方が7

月ごろから異常になる木が出現することを確かめ，

立木のまま樹脂の出方を調べる「穴開けによる樹

脂調査法」を考案し，これによって各地の松林で

調査が行われ，松くい虫の加害前に松の樹体内に

樹脂異常が起きていることがしだいに明らかにな

った。増大する被害に対し，林野庁の強力な要請

を受け，農林省特別研究「松くい虫類によるマツ
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類の枯損防止に関する研究」（1968～71（昭

43～46）年）が着手されることとなった。

●材線虫の発見●

この研究の目的は，いわゆる松くい虫の加害の

前駆症状として起きる樹脂異常に代表されるマツ

の生理異常を解明することに集中し，国立林業試

験場本支場の昆虫，樹病，樹木生理，土壌，気象，

化学など広範囲の研究者を集めプロジェクトチー

ムが編成され，チームリーダーに保護部長伊藤一

雄氏が当たった。この共同研究の進め方としては，

マツの衰弱を起こすと考えられる多くの因子を想

定し，関連のない因子を逐次つぶしていくという，

いわゆる消去法が取られた。研究の行く手はあま

りに手探りが多く，筆者もプロジェクトの一員と

して，過去の長い労苦の歴史を想起しつつ，悲壮

感に満ちた船出であったことを思い出す。

しかし研究者たちは，それぞれの分担に真剣に

取り組んでいった。従来から疑いを持っていた因

子のうち，いわゆる松くい虫（樹皮下穿孔虫）の
たいはい

加害性，根系を加害する昆虫，根系の頽廃に関与

する土壌微生物，材を侵す青変菌，水分など土壌

の理化学性，気象害，亜硫酸ガスなどが，野外試
しつよう

験地の調査と室内実験によって執勤なまでに繰り

返し検討されたが，いずれも激害型の松枯れを説

明できる決め手とはならず，プロジェクト検討会

の雰囲気も一時は暗雲に閉ざされた感があった。

その中にあって，研究1年目に宮城県石巻海岸で

発見されたツチクラゲが集団的にマツを枯らすこ

とがわかり，各地で群状枯損を起こす例が見つか

り一条の光明を投げかけたが，いずれも局地的な

発生であり，全国的激害を説明できるものではな

かった。

研究の2年目に，九州支場の徳重・清原両氏か

ら，枯損木に，ある種の植物寄生性線虫が九州各

地から普遍的に多数検出されることが報告された
しんしゆつ

が，これも「(この線虫は)樹脂の惨出を停止し始

める頃から樹体内で増殖するもので，積極的にマ

ツ類を衰弱させるものではないと考えられており

云々」と報告書にあるように，あまり重要視され
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ていなかった。しかし清原氏の回想記によると，

その前年,すでに30年生のマツ3本に穴をあけ線

虫を流し込んだところ，2本が枯れて驚いたとあ

る。これにヒントを得て，研究3年目に3試験地

で4～8月に系統的な接種試験をしたところ，

16～24年生のアカマツが夏から秋にかけて

80～100%の高い比率で，樹脂の惨出停止に始ま

る衰弱枯死を起こし，激害型枯損と極めて類似の

症状を示した。直ちに日本各地で一斉に行われた

同様の試験によって，これが間違いないことが確

認された。

同属の線虫は世界から多く知られているが，い

ずれも生立木に対する寄生性は低いとされ，この

線虫のように針葉樹を急激に枯らすことは従来の

線虫学の知識からは考えられないことであった。

このような専門学会の常識をよそに，のびのびと

行われたこの接種実験とその結果は，松くい虫に

関する過去数-'一年の研究が追い詰めた末に咲かせ

た花であるという見方もできるが，やはりコロン

ブスの卵ともいうべき世界的な新発見である。ち

なみに，この実験結果に当初線虫学の専門家ほど

疑問を呈したことは，これがいかに常識を破る新

発見であるかを裏書きしている。

ここにおいて本研究は苦しい峠を越え，最終年
いつしやせんり

に向かって一潟千里に駆け下りることになった。

すなわち真宮・清原両氏によってBz"3”"g"7z"-

c""s〃972〃0伽sと命名され（これはのちにアメリ

カの既記載種と同一種とされ,B."'伽"""sとな

った)，一方，その媒介昆虫としてマツノマダラカ

ミキリが各地で時を同じくして明らかとなった。

以上の研究成果が国際学会などで報告されると，

真偽を確かめるべく海外の研究者たちが続々と来

日し，このあまりに明白な結果を確認して戻り，

この発見は学会のニュースとしては世界を駆け巡

った。

この研究は1年の整理・休止期間を置いて再び

農林省特別研究「マツ類材線虫病の防除に関する

研究」（1973～75(昭48～50)年）として，公立林

業試験場の協力のもとに継続され，線虫，カミキ

リの加害性，生理，生態，相互関係などのほか，
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させ，ここに松枯れ防除事業は従

来の伐倒・剥皮・焼却から異なる

新局面を迎えることになった。特

別措置法の要旨は，薬剤の空中散

布の計画を農林水産大臣または都

道府県知事が立てて直接実施し，

全国の被害を5年をめどに微害に

抑え込もうとするものであった。

薬剤の空中散布は当面の効果は

明瞭であるとはいえ，両刃の剣と

もいうべき面があり，また，この

」
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▲松枯損被害量の推移（林野庁）
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強力な侵入病害を制圧する方法と

して理想にはほど遠く，新しい局

面の中で再び松枯れ防除事業は多くの議論を呼ぶ

ことになる。1978(II召53)年には，前年に続く夏

の高温少雨のため全国被害量は200万nl3を超え，
みぞう・

翌年には243万In3という未曾有の被害量を記録

するに至った。したがって1982(昭57)年，本法

の延長である「松くい虫被害特別処置法」にはマ

スコミ・世論を背景に国会でも激しい反対論が展

開された。この延長法の中には新しく被害木の破

砕，焼却による駆除（特別伐倒駆除）や樹種転換

が取り入れられるなど，各種の防除法が組み合わ

され実施されることになった。1987（昭62）年の

延長は同法の一部改正として，寒冷地域微害地の

年越し枯れに対処するため，知事が直接行う「緊

急伐倒駆除」が導入され，激害地でも保全すべき

松林を重点的に守るという方針を打ち出した。

1992（平4）年の延長時も同法の一部改正とし，

被害先端地域の重点防除のほか，保全すべき松林

をさらに厳密に規定し重点的に守るという方針を

打ち出した。さらに以上3回の改正延長に際して，

自主防除という考え方がしだいに強調されるよう

になった。これらは取りも直さず，第1回の特別

措憧法の国の直接実施によって全国被害を軽減す

るという主旨が変質してきたことを意味している。

薬剤使用中心の防除試験が集中的に行われ，効果

が確認された。

●防除法の検討から特別措置法へ●

材線虫の発見によって防除法に変革があるのは

当然である。材線虫が起こす松枯れはマツ，マツ

ノマダラカミキリ，マツノザイセンチュウという

3者の複雑な関係が関与して引き起こされるため，

その枯損防止には数多くの方法が考えられ，以上

の特別研究のほか各地の林業試験場，林木育種場

大学，民間企業もこの研究に加わった。

まず松林の抵抗力を強化する目的で遺伝的抵抗

性，森林施業，林地改良など，カミキリの密度低

下を目的に枯損木の駆除，成虫誘殺，天敵利用な

ど，材線虫の密度低下を目的としての枯損木の駆

除など，マツとカミキリの接触を断つ目的でカミ

キリの後食予防薬剤散布，そのほか立木への殺線

虫剤施用など多方面からの研究が行われ，それな

りの効果と限界が明らかになってきた。

それらを検討した結果，枯損木内のカミキリ駆

除(薬剤，焼却，破砕)，カミキリ成虫後食予防薬

剤散布，殺線虫剤の立木施用などが当面の事業実

行に可能とされた。林野庁はこのうち，広面積の

激害地に利用できる応急的方法として，カミキリ

をねらった殺虫剤の空中散布が最も実用性が高い

として，これを柱とする「松くい虫防除特別措潤

法」(1977(1I!召52)年4月18日公布）を立案成立

●森林病害虫等防除法改正による防除へ●

特別措置法等による各種の防除努力によっても，

依然として全国の被害量は50～100万In3を前後
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し終息にはほど遠い。しかし一方，徹底防除を実

施している保全松林では，被害の抑制に成功して

いる例も少なくない。後述するように国外からの

侵入者による流行病という特性から見て，短期間

に全国的な終息は期待できず，長期的な視点で不

断の防除努力によって対処する必要がある。

このような考え方から地域の実情に応じた防除

計画を立て，自主的な機動的防除を実施する体制

が望ましいとされた。特に地域で重要と考えられ

る保全松林については，地域住民の協力による被

害監視と徹底防除によって守るという取り組みが

必要であり，国はこのような仕組みを技術的，財

政的に支援するという方向に転換し，森林病害虫

等防除法の改正で対処することとなった。全国を

一律に扱うという20年にわたる特別措置法の時

代はここに終わり，今後は地域の松林という考え

方を基本に，それぞれの地域の実情に合った計画

によって対策を実施することになる。

「森林病虫害等防除法の一部を改正する法律案」

は，1997（平9）年3月に国会で可決成立し，4

月より施行された。この改正法律では，松くい虫

に対し特別な措置として，知事による高度公益機

能森林，被害拡大防止森林の指定に基づき，①高

度公益森林には，大臣または知事による特別伐倒

駆除および補完伐倒駆除の命令・代執行，②被害

拡大防止森林には，知事による樹種転換指針の策

定・助言・勧告等，③知事による地区防除指針策

定と市町村長の地区実施計画の策定・勧告等を盛

り込んでいる。今後は，特別措置法下で考案実行

されてきた特別防除(空中散布),特別伐倒駆除(破
くんじょう

砕・焼却・炭化)，伐倒駆除（煉蒸)，樹幹注入，

誘殺，樹種転換，被害木探査など，各手法を適切

に組み合わせた自主的対策に切り替えることにな

ろう。

●おわりに一地球の中での松枯れ一●

マツノザイセンチュウの発見当時から，研究者

たちは本種が海外からの侵入者であろうという確

信に近い考えを持っていた。それは自己制御系の

最たるものである森林生態系の中に、自らとその

②－林業技術No.7042000.11

子孫が頼るべき餌である松林を徹底的に破壊する

ような生物が，古くから存在したとは考えられな

いからである。

果たせるかな，1979（昭54）年，米国ミズリー

州の枯れ松から本種が検出され，これを機に全国

(全米）調査した結果，①米国のほぼ全土に分布

し，②北米大陸原産の松の被害は軽微で，外来樹

種の松が被害を受ける，③主要な媒介昆虫はマツ

ノマダラカミキリと近縁種であることが明らかに

なった。またこれに遅れて，カナダ南部でも広く

分布することもわかった。これらから考え，本種

が北米大陸に古くから分布していたことは否定し

難い事実であり，日本のマツノザイセンチュウは

北米原産である疑いは濃厚になった。ここに至っ

て松枯れの主因が知れわたり，世界の線虫学の教

科書が書き換えられることになった。

その後，本種による松枯れは韓国，中国大陸，

台湾にも広がり，大きな被害をもたらしている。

ごく最近に至ってこの線虫がポルトガルで検出さ

れ，ヨーロッパ諸国に動揺を与えた。ヨーロッパ

原産の松の多くは材線虫に弱いことがわかってい

るため,EU諸国ではこれを深刻に受け止め,検疫

強化などの対策を練っている。

森林は地球規模の大気汚染や異常気象からも被

害を被るが，人間の経済活動が地球規模で進む現

代にあっては，地域では安定している森林も地球

規模の視点で対処することも必要になった。松枯

れは，森林を地球規模で考える必要性を具体的に

示したということができる。

【参照文献】
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民有林林業地域のこれまでの取組みを振り返り，次世代への“引継ぎ方”
を探ります。本号では西川，智頭林業地の登場です。

特|_特集20世紀の森林･林業 ，

●民有林における20世紀Ⅳ●

西川林業の一隅の志向

埼玉県林業改良普及協会会長

いのうえみねじ

井上峰次

●はじめに●

関東平野の西北の果てには，数本の小河川が集

まって荒川に注いでいます。その中の3本の流れ

に沿って西川林業地があり，さらにその一流域を

東吾野の森林が占めています。

西川林業地は，関東の林業地の中でも小規模で

成長量も低い林業地ですが，造林の歴史は江戸中

期にさかのぼり，特色のある集約性によって，そ

の材質を買われてきました。大消費地を間近に控

えての受注生産が定着して，一時期活況を呈した

こともありました。

西川林業の中心地である飯能へは1915(大4）

年に鉄道が敷かれ,木材輸送の動脈となり，また戦

後は憩の場としての森林へ，行楽の人たちを多数

運んでいます。今日でもなお一層ハイカーは増え

続けていますが,山で遊ぶ人が多いのは,都市近郊

林業といわれる西川林業地の特色でありましょう。

しかし，裏返せば都市化の余波をまともに受け

やすい山間地でもあります｡峨後10数年で林業労

働力の止めどもない流出を招き，近年では地域くﾞ

るみの｢山離れ｣を定着させてしまいました。この

ような中で私たちが20世紀に残したことを羅列

すると,ただの繰り言に終わるかもしれません｡そ

れでも山があるかぎり，私たちが最善と思い歩ん

だ軌跡をたどることは，無意味ではないと思いま

す。

●戦後の植栽●

戦後の造林は，戦時中の伐採跡地の植栽から始

められ，1950（昭25）年ごろから広葉樹林をス

ギ，ヒノキに転換しました。林転の最盛期は昭和

30年代の前半(1955～60)でしたが，「生物の多様

性」が求められる今日には想像もつかない，熱病
いちず

的な一途な林転でした。広葉樹林を置くことは恥

ずべきことのような風潮と，早く育成して材積を

得ること等の要請は官・民を問わず大きな力で私

たちを駆り立てました。

ただ，今までも鮮明に記憶していることは，当

時(昭和30年ごろか）の講演で，中村賢太郎先生

から林転についての指摘をいただいた中で,｢条件

の悪い林地へスギ・ヒノキを植えることは裸地化

につながるから,天然林を置かなければいけない」

ことと，赤松をもっと保残しなければ･･･と力説し

ておられたことです。そのときは何か不協和音的

な響きを感じましたが，山頂などの不成績造林地

を見るにつけて，先生のご指摘の正当性をあらた

めて認識させられたことが数度に及びました。

ところで，拡大造林，林転の行き過ぎについて

近年，林家の採算一辺倒の産物として批難される

ことがあります。一面では私も素直にその誤りを

謝しますが，基本的には，森林・山村を知らない

皆さんの中傷であると思われます。ですから私は，

西川の山の人工造林をした一人として，これだけ

の造林地をつくってきたことを自負している一人

です。

●優良木の選抜●

かつて『精英樹の選抜」ということで，当時林

業技術の花形だった優良木の選抜，増殖は，栃木

林業技術No.7042000.11-②



▲西川林業の代表的な林相

県の福田孫多・孫光氏が先覚者でした。西川林業

地では，サワラの育苗以外実施されたことがなく，

挿木育苗の技術もないため，優良木を見つけても

挿木による増殖は不可能でした。

1953（Ⅱ召28）年，私たち西川の若い仲間たちで

栃木の福田氏を訪ね，2日間にわたって見学させ

ていただき，夜までそのご指導を受けました。そ
せい

して覚醒の思いで帰りました。それからの私たち

は，優良木の選抜と挿木育苗に全力で取り組みま

した。森林組合もバックアップしてくれ，直営の

苗畑を持ち，組合員の選抜した優良木の穂木を挿

木して苗づくりを始めました。そして，当時盛ん

になった精英樹の選抜と品種のこと，また育苗技

術等の講習・研修会を相次いで開催して，組合員

への周知を図りました。

それでもこの事業は容易なことではなく，まだ

緒についたばかりの数年後には，多くが離れてい

きました。まして，組合苗畑で育苗した苗の造林

地が，雪害や台風の被害等で倒されたり，また基

(気)根組織が発生したりすると，造林用の苗木は

従来の実生苗でなくてはダメということで，単一
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種の苗木は袋だたきに遭いました。

しかし，優れた形質の林分の造成には，品種の

ことは避けて通れませんから，息の長い努力が必

要なことは当然です。私も失敗を重ねながら，自

身に言い聞かせています。西川林業の山では全く

顧みられなかった品種について，失敗の連続でし

たが，昭和30～50年代に私たちが情熱を燃やし

た，新しい試みでありました。

●ていねいな保育●

西川林業の一部に，労力多投型のていねいな保

育がありました。植え付けた1本1本を慈しみ大

切に育てる事例で「ほっかけ」と呼ぶ作業です。

植栽の翌春，植栽木の周囲を耕して根張りをよく

し，植栽木に土を寄せて倒伏を防ぐ作業です。そ

れでも曲げられた木はすべて垂直に起こし，根曲

がりを防ぎました。

下刈りにも惜しみない労力を投じました。年間
おう

の2度刈りは当然で，草木の旺盛な林地は，3度

刈る人もいました。刈り方も根元から低く刈り，

刈払い後すぐ植栽木を覆うことのないよう努めま

した。また1日の下刈作業を終えて山を下るとき

は，ただ漫然と下らないで，刈り残した草木・ツ

ルなどを切りながら下ることを義務づけられまし

た。

今ではこんな保育は一笑に付されますが，きめ

の細かいこの保育が，今伐っている西川材の基礎

になっているのです。

●枝打ちと間伐●

集約施業といわれる西川林業の枝打ち，間伐は，

普及してからまだ70～80年経過しているにすぎ

ません。地域を挙げて取り組んだこの施業は，い

くつかの段階を経て，近年実施されているような

慣習化した保育作業になりました。もちろん江戸

期にも，「枝払い，枝落し」「洗伐」などと呼ばれ

た記録はあるようですが，施業体系の中で目的を

持って実施されるようになったのは，昭和になっ

てからといわれています。

西川の森林は，名栗谷を除くと低山帯に属し，



いずれも集落に近く，山と人の暮しが一体化した

地域です。そのため，山からの副産物，なかでも
たきぎ

薪は生活必需品でした。ですから伐採地の枝葉は

争って採取し，また枝葉を得るための枝打ちも，

よく請負いで行われていたと伝えられています。

その枝打ちは当然無節材を得るための枝打ちでは

なく，枝葉を薪として採取したいことと，美観の

ためだったようです。

枝打ちが無節材の生産目的に絞られたのは，戦

後のことと思われます。ただ，例外として西川の

一部では，昭和の初期に磨き丸太づくりを目的に，

京都の北山から講師を招き，研修生を京都に派遣

して，枝打ちと磨きの技術を学んでいたようです。

…それは別として，戦後のやや落ち着きを取り戻

した1949～50(11召24～25)年ごろから，森林組合

も幾たびも枝打ち研修・講習の場を設け，見学会

などを行って，枝打ちを勧め始めました。それが

地区内に徹底されて昭和30年代(1955～）には，

枝打ちのできない山，実施が遅れている山は目立

つ山になって，所有者は恥ずかしい思いをしてい

たようです。

枝打ち材が1965（昭40）年以降の無地柱（いわ
こた

ゆる無節の柱）の需要に応えて販売され，林家も

地域も潤っていました。このように枝打ちの成果

が端的に示されてからは一層励行されましたが，

労力激減と山離れと，その後のバブルの崩壊を機

に，実施する人は激減しています。

間伐についても，西川では枝打ちとほぼ|可じ軌

跡をたどりました。一時期は，間伐材の収益によ

って年間支出の過半を賄う林家もあり，秋伐りの

時期には，どの谷にも間伐された林分が見られま

した。

西川材は，目詰まりで形状比が高くうんぬんと

よく紹介されます。それを裏返せば，間伐の剖合

が弱度で，立木密度が高いことを指しているよう

です。当然風雪害には弱いでしょうが，それには

次のような理由もあります。

西川のていねい保育は，除伐と第1回の間伐で

曲がり材をほぼなくし，第2回以後の間伐は，木

を慈しむ人ほど伐採率が下がります。5～6齢級

艤蕊
一

職

，、最

霊-画

▲作業道の設霞状況(中心の土場から3路線が入っている）

にその傾向が見られ,10齢級以上になっても風雪

害のないかぎり，変わりはありません。伐り惜し

みと密度管理への無関心かもしれません。

もう一つは，注文材の受注態勢を取っている林

家です。いつでも受注できる体制でないと，注文

(特に柱材が多い)に応じられないので，どうして

も立木本数を温存しておくことになります。効率

よく売りたいことが，これも過密につながります。

林地によっては，何年かに一度必ず襲われる風雪
かんぷ もろ

害に完ﾙ埼なきまでにたたかれる脆さを，どう克服

するか，大きな課題です。

ただ，現在は間伐と密度管理と注文材の保残の

難しさよりも，西川の多くの山が，初歩的な間伐

もされないで放置されていることに，深刻な問題

があるわけです。

●林道と作業道●

西川の東吾野地域の山林には昭和初頭の不況時

に，山村振興事業として木馬道を開設しました。

幅員は2mほどの「6尺道｣でしたが，全地域の

林内にくまなく設置されました。今でもその事業

の徹底ぶりに驚き，頭が下がります。それによっ

て地域内には木馬運材が定着し，注文材の搬出に

も大きく貢献しました。

戦後も1()数年は,その木馬道が遮材路としてフ

ル活用されましたが，東京オリンピックの灯が消
いつと

えるのを境にして，木馬運材は漸減の一途をたど

りました。

戦後の林道開設は昭和30年代(1955～）になっ

てから始められ，行政の指導，援助によって区域

内全般に|淵設されました｡現在当地区の延長はha
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当たり約20mで，決して網羅されているわけで
しゅん

はありませんが,山の標高も低く，沢沿いに急l唆

な地形も多いので，開設の限界かと思われます。

林道の補完的な役割を作業道が果たしているこ

とが，当地域の特色かもしれません。西川林業全

域では作業道の開設は少ない現状ですが，東吾野

区域はha当たり150m以上の林分も数カ所はあ

って，密度が高いと思われます。森林組合，林家，

木材業者が力を合わせたことによるものです。た

だ，林道と違い行政の支援はごく少なく，ほとん

どが民間の負担で設けられました。ただ，維持管

理に問題を残しているのが大変気になるところで

す。

道路網の整備につれて，当然機械化も図られま
息食うあい

したが,狭隙な谷間に使えるのは小型の機械に限

られました。高性能の大型機械による材木集運材

の効率化は，到底望めないことです。まして間伐

主体の非皆伐施業の多い当地域は，伐採量も少な
およぐ

く，それが一屑機械化の進捗を妨げています。機

械化については，やはり森林組合を中心に林家も
えいち

木材業者も，垣根を超えて叡智を絞らないと，前

進は不可能と思われます。林道・作業道の維持管

理と機械化は，今後の最大の課題です。

●結びに代えて●

振り返ってみると，この半世紀に西川林業地に

私たちが残したものは何か，時間をかけて，じっ
か

くり噛み分けてみたい気がします。誇張ではなく，

うっぷんI晴らしでも長大息でもない，事実を自然

体で見つめ直したい気がします。
かたき

まず雑木IIIをUの仇のように伐ったこと，特に

スギ・ヒノキの不通地までも伐ったとがめは，当

然受けるべきでしょう。西川の私たちの地域は95

％を人工林にしたことを謙虚に反省し，特にス

ギ・ヒノキの不成絞林地の適正な改良を図るべき

だと思います。

良質材生産については，ためらうことなく継続

すべきと思います。まことしやかに「木の良さを

売りものにする時代は終わった」とよくいわれま

す。私はこれまでの価値観か否かは別として，新

しい木の時代，木住の時代が来ると思います。日

本の木の美しさが，今，一時マスプロ化，代替品
の

化に呑み込まれても，発想を変えた新しい木の住

居が出番を待っているはずです。私たちが取り組

んだ「優良材生産」は，決してムダになることは

ないと信じます。

心配なことは，山に働く人が山へ入らなくなる

ことです。バブルのころも山で働く人が激減しま

した。それでも，まだ山側に労務を雇う力が少し

残っていたので，手立てを尽くして労務を確保し

ました。しかし，バブルがはじけてからは，もう

山側に雇用力がありませんでした。例外はあると

しても，一般的には林業が人を雇うことは不可能

になり，その必然として，山で働く人を見ること

はまれなことになりました。西川材生産もまさに

立往生で，21世紀の早々には，森林･林業の全面

放棄につながりそうです。

今，ヒノキの大径材は別として，西川のIIlでも

スギの立木価はゼロに等しくなりました。森林組

合も山林の立木の買取り・委託生産を中止しまし

た。これらが多くの人々にどう理解されるかわか

りませんが，私たちは，経済的には無価値に等し
な

い森林をどうするのか,自負と落胆と薪立ちが絢
い交ぜになって，先の見えない空虚な世紀末を迎

えています。

20･l1t紀に私たちが歩み,残したことの総括とし
みじ

ては，あまりにも悲壮で惨めです。それでも森林
ごう

があるかぎり，人とのかかわりは永劫のもの。今，

公的資金うんぬんと耳にしますが，それは次世代

に託すのが，筋道かもしれません。

－（社)全国森林レクリエーション協会からのお矢pら-せ
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林業，特集20世紀の森林。 業

●民有林における20世紀Ⅳ●

智頭林業の変遷と展望

おおきたえいたろう

大北英太郎 一コ鳥取大学名誉教授 。

ヨ

元）年の古文書，鳥取藩の在方諸事控で「神代杉

伐採」の記録から，豊乗寺の大スギのような天然

スギは略奪林業の時代があったと思われます。

智頭町では天然スギは，東山・沖ノ山に多く生

育していて，沖ノ山天然スギと称して昔からその

穂を採取し，赤挿し苗を生産して智頭町地内人工

林の源流の系統種となって伐採された経過から，

1971(昭46)年,沖ノ山国有林59林班の面積8816

●はじめに●

智頭林業変遷の詳細は，近刊予定の｢智頭町誌」

2冊口に林業・木材史編（通史編217頁，資料編

133頁,平成12年12月，智頭町教育委員会,販売

価格2冊で1万円(含む送料消費税)）として掲戦

していますが，近現代の変遷を踏まえて成立した

智頭林業地の概要を会員の方々へご紹介し，併せ

て21世紀への課題と展望を概説します。

地域林業としての智頭林業は，スギ赤挿し苗で

成立した用材林仕立ての林業地として有名です。

行政区分では鳥取県八頭郡智頭町であり，那岐区，

土師区，新見区，智頭区，山形区，山郷区を包含

する総土地面積22,461ha(総林野面積20,877

ha)の地域です。智頭町民有林の針葉樹人工林面

積13,520ha(人工林率78.5%)の保有形態別面

積を見ますと，私有林が8,845ha(人工林率87.9

％）で65.4％を占め，次いで県市l11｣.村有920ha

(人工林率84.3％）6．8％，公団公社有林811ha

(人工林率93.4％)6．0％，慣行共有が732ha(人

工林率49.3％）5．4％，財産区有623ha(人工林

率42.7％)4.6％,共有616ha(人工林率80.7%)

4.6％の順序で続いています。これら保有形態別

林業の変遷は次のとおりです。

●智頭林業の創成期●

智頭町新見の豊乗寺にある鳥取県指定(1973(昭

48）年3月）の天然記念物「豊乗寺の大スギ」第

1号は,1986(I1W161)年度の環境庁指定の調査に

よりますと，胸高周囲6.45m,樹高32m,推定樹

齢伝承600年以上といわれ，古木の形態は天然生

と思われます(写真①)。石谷家所蔵の1818(文政 ▲写真①豊乗寺の大スギ
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haが学術参考保護林として|ﾉj部指定されました。

その後，遺伝資源保存林と名称変更され，また，

鳥取県でも自然保護用地として隣接地の民有林

47.8haを買い上げて保存しています。

人工林では，天然記念物として指定(1986(I1召

61)年12月）された大呂地内にある亜井神社祉叢

の大スギは,胸高周囲5.2m,樹高45mで町内で

最も大きく，ならびに慶長スギと称する巨樹が智

頭町字ダドコ地内に存在していますが，推定樹齢

は300年以上と思われます。町内の植林の記録は，

駒帰地内で1705(宝永2)年の「在方御定」に記

事があります。

植林の当初は，天然スギの伏条苗を採苗してき
よく

て，内林（農用林）の肥沃な谷間に小規模に植え

付けて自分の所有とするような形態で，現存する

隣町の若桜町大字吉川の択伐の複購林のような山

林であったと思われます。このようなスギ山が財・

産価値を持つようになるのは1750年代で,各|｢I家

の永代売渡証文に「杉山・杉山林」の名称が出て

くるのがこのころで，1772（明和9）年「御川材

木立木相改帳」があります。

鳥取藩が山林の荒廃に目覚め，1797（施政9）
力rか

年に植物懸りの役職を任命，植林の必要性を浦感

して藩有林に大規模な植林を始めたのは1800年
へい

代で，植林への出役は疲弊した股民への救済事業

であり，生活困窮者には賃米を支給された記録な

らびに植栽木の管理の大要は，鳥取藩の1831(天

保2）年からのr植物方日記」に記述があります。

●明治期以降の林業●

中央で1881(明14)年に3代|1の山林局長に任

命され，翌年には大R本山林会を設立，森林法草

案を作成するなど数々の事績があった武井守正は，

1888（明21）年10月から1891（明24）年4月ま

で鳥取県知事に就任しました。中央では，1889(明

22）年に大日本帝国憲法の発布，市制・町村制が

施行されましたが，鳥取県では，武井知事の就任

によって土地台帳および絵図が制定されて土地所

有権が確立し，鳥取県の林政の基盤が確立したと

考えられます。智頭II1J.内の保安林整備も1889(IJ]

⑳－林業技術No.7042000.11

22）年に行われ，那岐村では同年に「民有山林組

合規約」の認可を受け，森林組合の原形が作られ

たことになります。

1868（明元）年，税制改正のための官民有区分

実施の際，村有林野で地券の交付を受けていまし

た山村共同体は，その収益を地元住民に還元する

など，現在の諸形態の財産区設定を提供し，奥地

開発造林・奥地林道開発の根拠になりました。

鳥取県では1893(明26)年，県内に模範林を設

澄して補助金を下付していますが，1894～95（明

27～28）年の日清戦争の戦勝によって智頭地方に

も植林熱が高まり，1897（明30）年には有識者の

林業に傾心する者も多く，特に1910(明43)年，

市町村財産増殖の目的をもって県令で公有林野に

対して市町村費で造林する者に造林補助をするこ

とになってから，植樹奨励も軌道に乗ることにな

ったようです。那岐村では，1904（明37）年の日

露戦争に際して進められた戦時記念植林事業実施

のために，1907（明40）年の森林法改正以前に西

宇塚造林森林組合が結成されています。
いかだ

1900～02(明33～35)年の筏流しの帳面付け文

杏があり，立木の評価は，智頭地方独特の四・一

法である「元木調度」によって行われ，杉下見付

の記載資料もあります。

1905(Iy138)年には，智頭町の石谷源蔵

(1858～1932)が中心となり，八頭郡を組合地区と

する「鳥取県八頭郡木材同業組合」が設立されま

した。この組合は山林所有者も加わって組織され，

産地木材問屋的性格を備え，材種区分，木材規格

統一，造林の推進など，森林組合的性格も備えた

組合でした。

●大正期および昭和戦前期の林業●

智頭町の木材輸送は，1912（大正元）年3月に

は鉄道の山陰線が開通し，1919（大8）年に着手

した因美線は鳥取から智頭まで開通しました。こ

れを契機に智頭の木材輸送は，筏流しから陸上輸

送へと移行しましたが，木材需要の増加とともに

智頭地方に産地製材所が多数群立することになり，

当時の製材の原動力は大部分が水力で，一部火力



でした。電力で機械製材が始まったのは昭和年代

になってからです。

大正末期から昭和初期にかけて木材界は著しい

不況時代となり，木材規格は乱雑となって市場は

混乱し，木材価格も大暴落しました。八頭郡木材

同業組合は，この対策として業界で自主的に木材

検査を行っていましたが,1933(11召8)年に全国

で初めて木材県営検査が行われ，これを皮切りに，

いくつかの府県がこれに続きました。

明治末期の造林組合の設立は，住民を刺激して

村有林野を積極的に借地して集落造林を行い，

1915（大4）年の大典奉祝記念那岐村基本財産の

造成，1920（大9）年からの公有林野官行造林事

業，公有林野分収造林事業も積極的に受け入れる

ことになりました。さらに1926（昭元）年度から

林道・索道・貯木場・木炭倉庫建設に対する補助

奨励によって，林道開設，維持，運営のため土工

森林組合の設立となりました。

1937（昭12）年，日中戦争が勃発し，戦時体制

に突入しましたが，1941（昭16）年に木材統制法

によって同年智頭町には「智頭木材統制会社」が

設立され，1944（昭19）年には鳥取県地方木材会

社智頭支店となり，営業全部を讓渡しています。

これらにかかわるのが智頭町の有識者でした。

1941，42（昭16,17）年にかけて追補責任の那

岐・山郷村・智頭町の3森林組合が設立され，太

平洋戦争のぼっ発激化によって森林組合には戦争

遂行のための伐採実行，木材増産の取り組みが必

要になり，森林組合は地方木材株式会社の協力機

関としての機能を持たざるをえなくなりました。

1942（昭17）年，那岐森林組合では林業労務団体

の那岐林業報国隊が結成され，その労務不足に広

島から軍の暁部隊50人が木材増産遂行のため同

地区に宿泊して生産割当ての2．5倍の出材をして，

県内各市町村網氷組合の林業労務組織結成への先

兵的役割を果たしたといわれています。

●昭和戦後期の林業●

1946(11召21)年，林業会法が制定され，同年11

月で鳥取県地方木材会社は解散しましたが，その

業務は社長の米原章三から石谷貞彦に受け継がれ，

鳥取県林業会が1947(I1召22)年3月に設立認可，

智頭地方には八頭西部木材林産組合が設立され，

1950（昭25）年には解散して，智頭地区の業者は

その後，山陰，智頭，山郷の各木材協同組合設立

に参加する経過をたどりました。

戦後統制が解かれてからは，木材ブームの波に

乗って1956(Ⅱ召31)年度には製材工場数41,工場

労務者480人，総馬力数1,167馬力に達しました。

智頭町内の製材工場に外材原木が運ばれ製材を始

めたのは1964(11召39)年ごろで，当時智頭町内の

生産素材通は80,700m3(民有林83%,国有林17

％）で，その後，暫時減少を続け，1995（平7）

年には28,000m3(民有林96%,国有林4%)に

まで減少しています。

町内には1961(I1召36)年，智頭駅前に智頭木材

協同組合市売部が原木市場を開設しましたが，経

営不振となり，石谷貞彦はその後を引き継ぎ，

1968（昭43）年，智頭町市瀬に16,700m2の土場

と従業員17人で石谷林業㈱智頭支店原木市場を

開設して，1997（平9）年では46,227m3(16億

442万円)の実績を示しています｡上場材はスギ72

％，ヒノキ24％，マツ3％，その他1％で，入荷

先別では県内62％（うち町内41％)，県外38％，

販売先別では県内50％(うち町内29％)，県外50

％を示しています。

智頭町の町村合併は,1935(IIg10)年1月に山

形村・土師村・那岐村と智頭町が合併し，次いで

同年2月に富沢村と智頭町が合併しました。

合併協定書によりますと，区制が設けられ，山

形区，土師区，那岐区，富沢区が誕生しましたが，

旧村の村有財産は区有財産として各地区の財産区

の自主的運営でした。1954(lli召29)年5月の山郷

村合併を契機に，智頭町では財産区議会設置条例

を制定しました。財産区には，旧村単位の6財産

区と大字単位の4財産区があり，それぞれ特徴あ

る性格を持っていて，財務状況からの性格は，

1997(平9)年度では山郷財産区が最も大きく，

次いで山形財産区，大字芦津財産区の順となり，

歳入額の内訳の財産収入額の比率は，山郷財産区
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では毎年度80％以上の財産収入

が財源であり，次いで山形財産区

が23～69％と変動が大きく,大字

芦津財産区では23～26％と安定

しています。

また，山郷村との合併を契機に，

1956～59(昭31～34)年にかけて

町村合併促進法または新市町村建

設促進法に基づく公益的機能の発

揮と地元振興という名目で，智頭

町内の国有林の一部（面積424

ha)は立木･土地ともに町有林と

して払い下げがなされ，町の基本

財産の造成管理がなされています。

智頭町内にあった3森林組合は，1

年に組織変更し，町村合併後の1976

智頭町内にあった3森林組合は，1952（昭27）

年に組織変更し，町村合併後の1976(11召51)年9

月に鳥取県森林組合広域合併基本計画によって3

組合の合併を行い，智頭町森林組合として発足し

ました。この組合の合併は，山村林業機造改善事

業を導入する契機となり，森林組合が中心となっ

て町内の製材業者を説得して，智頭木材ハウス産

業㈱，智頭製材工業側，智頭木材流通加工("，智

頭町建築事業㈱の事業協同組合が設立され，森林

組合とともに木材工業団地を形成して活動してい

ます（写真②)。

町内経済の活性化は，町内の自然・社会・経済

条件をいかに活用するかにかかっています。林業

面では，森林資源の活用が必須要件ですが，行政

資料によれば智頭町で生産された原木に限っての

流通を見ますと，生産材の7割近くが県外へ流れ

ていて，生産地の機能が高く，町内で製材され付

加価値を付けて販売する製材加工品は，産地直送

の上質住宅資材が多く，豊富な中日材を産地とし

てきた伝統が，新しい時代の変化に対応できず立

ち遅れの状態に至っていることも事実です。した

がって工場としての広域流通の集荷ネットワーク

を早急に作る必要があり，販路開拓と製品在庫機

能の充実を課題としています。

智頭町は，千代川流域の上流地帯であるため水

資源の環境管理が必要な課題となっています。国
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▲写真②智頭町木材団地

土保全からの地方財政措置に基づく上下流の地方

団体との話し合いを進め，「水源の森｣造成のため

水源基金制度を進め，下流都市住民との交流を図

る必要もあり，さらに水質浄化対策のための活動

展開をより一層進める必要があると考えます。

●21世紀に向けての智頭林業●

鳥取県森林組合広域合併基本計画によれば，千

代川流域に現存する5森林組合は,2002(平14)

年4月を目標に1森林組合に広域合併を計画中で，

智頭lliJ森林組合もその傘下に入ることになってい

ます。流域の1市12町2村の林野面積121,167

ha(民有林野104,579ha,国有林野16,588ha)

を対象に活動することになります。

現在の榊想では，3森林組合の加工部門は現加

工場の特長を生かしつつ，乾燥施設，防腐加工施

設を整備し，流域に合った専門工場として木材加

工製IW!の品質を向上させ，森林物産館を経営して

販売事業を総合的かつ効率的に展開し，流域材の

ブランド化を促進するため，産直住宅関係事業を

職極的に推進することにしています。さらに森林

資源などのリサイクル施設および産業廃棄物処理

関連施設も整備することにしています。

地元では，森林組合の広域合併により産地間競

争の中で，従来のような智頭材のブランド化が確
守

保できるであろうかとの危倶を抱く有識者も多く，

広域合併に対しての課題が山積している状況です。



さまざまな経営形態を持つ個別林家。技術面や諸制度の活用法はもちろん

のこと，どのようなねらい．思いが託されてきたのでしょうか。

f鳴繧調蹄の森林｡林業】
◇林家の20世紀11O

公益性を重視した林業経営
一制度を活用し森林整備一

吉川林産興業株式会社専務取締役

ふじいちから

藤井主税

●はじめに●

森林に対する国民の要請は本来の木材生産のみ

ならず，水資源のかん養森林レクリエーション

的利用など多様化，高度化しています。それに対

応するためには，森林の持つ諸機能を総合的，定

量的に把握する技術や，林地を裸地化しない複層

林施業天然林施業など，森林に求められる機能

に応じた施業技術の体系化，木材生産を行いなが

ら，レクリエーション的にも適した，変化に富ん

だ森林の持つ多角的機能を，より発揮し得る森林

整備への取り組みが必要かと考えます。
かんが

わが社の林業経営もこうしたことに鑑み,2,333

haの山林のほぼ全山を保安林として，また，経営

山林内を貫流する木谷川の流域86haについて，

緑地環境保全地域の指定を受けるなど公益的機能

を発揮させながら，本来の経済林としての林業経

営を進めています。

そこでわが社で取り組んでいる保安林制度をは
心z

じめとする，制度を活かした経営について述べさ

せていただきます。

●経営の概要●

吉川林業は，山口県岩国市の旧岩国藩主，吉川

家が経営に当たっているもので,山口県の,広島・

島根両県と接した所に錦町があります。日本3名

橋の一つ錦帯橋で有名な,岩国市より約50km上

流の町，錦町を貫流する錦川の支流，木谷川流域

に2,072ha(木谷山林),そして，地続きの形で島

根県側に261ha(王泊山林)の合計2,333haのま

とまった一団地が経営山林です。

吉川家が本格的に林業経営に取り組んだのは

1903（明36）年からで，木谷山林を同年および

1914（大3）年に，そして，1938（Ⅱ召13）年に王

泊山林を買入れし，直ちに拡大造林を進め，昭和

の初期に1,000haを達成し,現在,人工林率58%

で,1,344haが人工造林地です。ヒノキ85%,ス

ギ15％の構成比率となっており，適正伐期齢を

55年と定め，ヒノキ構造材用の中小丸太生産を中

心に施業しています。

林内の道路状況は，総延長48,226mで林道密

度が20.7m/haとなっています。

1903(明36)年の創業以来，吉川家の個人経営

で事業を進めていましたが，経営の分散化を防ぎ，

森林の公益性，経営の永続性を維持するため，

1990（平2）年に「山林の現物出資法人成り税制」

を活用し，立木の所有会社，有限会社吉川林業を

設立しました。

また，それより以前の1947(1I召22)年には，そ

れまでの造林，育林に専念していた時代を経て主

伐期を迎え，伐採，販売の時代となり，資産保持

的経営での限界を感じ，山林の所有と経営の分離

を藷って会社(吉川林産興業株式会社)を設立し，
経営，管理はすべて会社が行うことにしました。

会社は本社を岩国市に置き，東京本部，山林事

業本部（錦町)，木材流通センター（岩国市）で運

営しています。

本社，東京本部では，会社全般の管理業務と不

動産事業，山林事業本部では，吉川家ならびに㈲

吉川林業所有林の管理から事業計画，労務関係な
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ど，山林経営業務のすべてを行い，木材流通セン

ターでは，直営市場による木材の販売業務を行っ

ています。

山林業務に直接携わる従業員は，事務職員6名，

現業技術職員（作業員）26名です。

●制度を活かした林業経営●

本来，木材生産のための森林整備は，森林所有

者の自助努力が基本であることはいうまでもあり

ません。しかし，長い間の木材価格の低迷，山村

の過疎化，高齢化，それに伴う労賃の高騰等によ

り，施業計画に添って伐採を行って，その収入の

ほとんどを再造林のための費用や保育のために山

に再投資することになり，収入が手元に残らない

のが実情です。

こうした状況にあって，森林の持つ多くの公益

機能を十分に発揮させるといった国家的見地から，

また，相続に伴い経営の継続性が損なわれるとい

った大面積所有者が持つ悩みもあり，その解決策

の一助として制度を活かした林業経営を進めてき

ました。

①森林施業計画

1976（昭51）年，農林水産大臣の認定を受けた

森林施業計画を樹立し，自他ともに認める計画に

基づいた経営としました。もっとも，吉川家独自

の施業案は，1936(昭11)年に嶺一三先生(東京

大学）の手により立てられ，その後も引き続きそ

の計画の見直しを行い，計画的施業を進めていま

したが，税制面など制度のメリットを活かすため，

大臣認定による計画としました。

山林所得税，地方税の税額軽減に活かされると

ともに,1990(平2)年に実行の「山林の現物出

資法人成り」の際にも，森林施業計画を樹立して

いることが条件となっており役立ちました。

②農林漁業金融公庫融資

1976（昭51）年より1990(平2)年にかけて，

農林漁業金融公庫造林資金を活用し1億円を借入
ばん

れ，手遅れとなっていた除伐，間伐作業の挽回に

努めました。もちろんこの借入れも相続対策の一

つでしたが，「山林の現物出資法人成り｣の際，立
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木の現物出資に併せ，この1億円の債務を個人よ

り法人に引き継ぎ，資本金を1億円引き下げる効

果も生んでいます。

なお，法人へ引き継いだ後，金利が大幅に下が

り，1976(昭51)年の借入れ当時は4.0～6.5％で

したが，現在では2.0%を割っている低利の状態

にあります。そこで1998(平10)年，施業転換資

金による借替えを行い，支払利息の負担を半減す

るとともに，すでに開始されていた元本償還を，

一律15年先まで引き延ばすことができました。

また，1999（平11）年度より県林業公社，地元

市町村有林，地元森林組合，当社の8者による森

林整備合理化計画のもと,(林業経営改善計画およ

び森林施業計画の樹立が条件の）森林整備活性化

資金を活用し,造林,育林,作業道開設事業を,補助

金，補助残融資（1/2は無利息，1/2は2.0%前後

の利息であるが県より0．8％の利子助成あり）を受

け実施し，厳しい資金繰りをやりくりしています。

その他公庫資金は，山村振興資金により，現業

技術職員の休養管理施設の建設資金，山林貿入の

ための林地取得資金（林業経営育成資金）等を活

用しています。

③r山林の現物出資法人成り税制」

オーナーの世代交代に伴う経営の破壊または細

分化が可及的に避けられ，計画的な施業が保持で

きるということで,1990(平2)年に「山林の現

物出資法人成り税制」を活用し，立木の所有会社

(有限会社吉川林業）を設立しました。

土地部分についてはこの適用が受けられないた

め，立木のみの現物出資とし，立木所有の法人と

土地所有の個人とで，地上権設定契約を結び，こ

の契約を公証人役場で認証を受けることにより，

法務局への地上権設定登記は行いませんでした。

地代として立木伐採時に立木収入の20％を支

払う契約で，契約期間については期間を定めない

契約としました。その結果，土地については個人

所有のままですが，期間を定めない契約について

は地上権としての権利が40%法人に移ることに

なり，その分，相続税対策効果が得られたものと

考えられます。



また，この法人化により経営の社会性，継続性

を高め，対外的信用力も厚くしたものと思います。

なお，この制度は適用事例が少ないことから

1996（平8）年をもって法律が失効となっており，

まことに残念に思います。

④保安林制度に基づく林業経営

経営山林が錦川の_上流域で重要水源地域に位置

しており，以前より保安林への編入について県か
こた

ら強い要請がありました。検討の結果これに応え

ることとし，1979（昭54）年に所有面積のほぼ全

山,2,316haが保安林に編入されました。

指定を受けている保安林の種類は，水源かん養，

土砂流出防備で，これに重複指定の形で保健保安

林(皆伐区243ha,禁伐区34ha)が指定されてい

ます。

保安林の指定を受けると，伐採時や林道，作業

道の開設時に制限が厳しく，経営の障害になると

一般的には受け取られているようですが，指定施

業要件が「伐採種を定めない」となっていれば，

合理的な林業活動を束縛するほどの厳しい条件で

はなく，林業経営上何ら支障がなく，むしろその

恩典のほうが大きいと考えられます。

なお，禁伐，択伐などの立木の伐採について厳

しい制限の課せられている保安林については，そ

の立木の凍結部分について損失の補償がなされま

す。

本来500ha以下の森林所有者しか補助の対象

にならなかった造林，育林等に対する補助事業が，

保安林の指定を受けたことにより適用されること

になりました。

また，1988（昭63）年には特定保安林の指定を

受け，さらに1989（平元）年からは水源地域緊急

整備対策事業，保安林機能強化事業を導入し，手

遅れとなっていた林分のツル切り，除伐，間伐，

枝落としなどの施業，複層林の造成，作業道の開
えん

設，堰堤の設置を全額補助により実施しました。

そのほか，保安林の恩典としては，固定資産税，

不動産取得税，特別土地保有税が課税されないこ

と，相続税，贈与税についても施業要件の内容に

応じて，3～8割評価額が減額され税が算定され

ます。1990（平2）年の「山林の現物出資法人成

り」のとき，また，1999(平11)年11月に吉川家

の相続が発生しましたが，この恩典により，山林

土地，立木の評価を算定し，手続きを行いました。

●おわりに●

厳しい経済情勢のなか，制度をフルに活かし，

何とか苦しいなりにも経営を進め，森林整備に努

めていますが，こうした制度の運用は，吉川林業

だけの独断先行的なものであってはならないし，

地域の一歯車としての吉川林業として，経営を進

めていくものでなければならないと考えます。

あらゆる制度を活用することが，一企業だけで

なく，地域の発展につながるものであり，そのた

めには，制度の恩恵に対してただ吉川林業のみの

森林整備にとどまることなく，地域林業の振興量

地域林業地の形成のため尽くすべきであると考え

ます。

保安林の指定についても，それが補助金等の制

度活用の目的だけでなく，保安林が持つ多くの公

益機能が十分果たせるよう努め，人々が新緑，紅

葉など，目で楽しめる森林づくり，天然林も十分残

し，小鳥や動物たちにも寝ぐらを与えるといった，

多様な形の林業経営でありたいと考えています。

また，森林整備にいちばん大切な現場第一線で

働く技術職員についても，その担い手対策を考え，

1992（平4）年より，給与の月給制，休日の確立，

社会保険制度の完全適用など，厳しい経営のなか

ですが，思い切った労務改革を実施しました。

林業の職場は危険，汚い，きついの3K産業の

最たる職場のようにいわれていますが，休日の確

立，給与等の待遇面の充実を図れば休養も取れ，

ゆとりも生まれ，むしろ自然を相手の職場で，き

れいな空気を吸って，気楽に，健康的に仕事がで

きるといった，いい意味での3K産業に置き換え

ることができます。

若い人たちが安心して働ける職場づくり。これ

からの川上側の大きな課題であると考えます。
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蕊特集2 ●0世紀の森林･艫】
◇林家の20世紀IIO

サラリーマン林業

嶺北広域行政事務組亨髻騨鐵霜養首睾話
●まえがき●

私は，昭和23年1月31日生まれの52歳です

(写真①)。地元の消防署に勤務しながら，土，日

などの休日を利用して林業に従事する「サラリー

マン林業」として取り組んでいます。消防署の仕

事は，火災や風水害への出動，救急患者の搬送等，

地域住民の生命，身体，財産を災害から保護する

という，体力とともに規律厳正なものです。朝8

時30分までの24時間が勤務となり，その後の24

時間が非番，つまり休日となります。私は一昨年

4月より勤務形態が変わり，土，日が休みで月曜

日から金曜日までの昼間が勤務となっています。

今から6～7年前に渇水で全国的に有名になっ

た早明浦ダムの建設で，家や田畑，山林が水没し

たのが20歳のときでした。その代替地に約20ha

の雑木林を購入し，現在は約30haの森林を所有

しています。以来,30数年間の消防署勤務の休日

や非番を利用して地栫え，下刈り，間伐，作業道

の開設等に励んできました。現在でも年間100日

くらいは山に入っているでしょう。では，どうし

てこんなに「山」が好きになったのでしょうか。

大正12年1月生まれの父は現在も健在ですが，

ダムで水没する前は約30aの水田と傾斜地の畑

を少々耕作し，冬場は山林労務や炭焼きなどで生

計を立てていました。そのような環境の中で育っ

た私は，農作業や炭焼きなどの手伝いをして育ち

ました。炭木の伐採や運搬などは小学生のころか

ら行い，鋸やナタは自然と使い方が身に着き，だ

れにも負けないくらい上手になりました。中学生

のころになると薪(長さ40cm,束の大きさ30cm

くらい)をつくり，1束30円くらいで販売し小遣
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▲写真①20歳のとき植
いとし，自分で稼いだお えたスギ30年生と私

金を貯金しました。今の

子供のように小遣いを親からもらった記憶があり

ません。山に関する知識も専門に学んだものでな

く，見様見真似で現在に至っています。

●林業経営の考え方●

ところで，今，林業の話をするとき「林業はも

うだめだ」とか「もうからない」といった悲観的

な言葉しか聞かれなくなりましたが，本当にそう

なのでしょうか。私は仕組みさえしっかりつくっ

ておけば，決して将来は暗くないと思います。

例えば,4m,末口16cmのスギ間伐材を想定

しますと，1本の材積は0.102m3ありますので，

現在の材価でも1m3当たり12,000円くらいには

販売できるでしょう｡つまり1日に10本搬出すれ

Ijf1m3ありますので，少なくとも12,000円には

なりますし,30本(3m3)搬出すれば36,000円

になります｡要は30本の間伐材が搬出できる基盤

整備，またはシステムづくりをしておくことです。

材価は安くても自分で搬出すれば日当として自分

の収入となります。

私の場合，間伐材を搬出するための林内作業路

を自力で開設し，現在の路網密度は210m/haと

なっています。また，スパンが1,000mくらいの

架線も1人でこなします。ですから経費として必

要なのは機械の償却費や燃料費，運賃くらいのも

ので，ほとんどは収入となります。

●私のモットー●

私のモッI､－は「健康｣｢やる気｣｢段取り」です。

まず「健康」は何をするにも基本です。身体の



かぜ

調子力謡いとき，風邪をひいて微熱があっても満

足のいく仕事はできないはずです。そこで，私は

日ごろから体力訓練に励んでいます。主にジョギ

ングですが，週に2～3回(10km/日程度）走っ

てトレーニングを積んでいます。山仕事を高齢に

なるまで続けるための体力づくりなのです。

次に「やる気」です。何事も興味がないまま仕

事をしても面白くも楽しくもありません。山仕事

は『山に出かけることが楽しい」ということが第

一です。

最後は「段取り」です。仕事の手順をしっかり

することです。例えば1日の仕事内容を朝起きて

から決めたりしていたらダメで，1カ月の目標と

1週間の日程とを決めて行動することです。

ところで，私が常日ごろ思っていることが1つ

あります。例えば，皆さんが菜園で野菜を栽培し

たとします。種まきから間引き，必要により消毒，

そして収穫となります。まさか大切に育てた野菜

を収穫しない人はいないでしょう。林業も同じで

す。苗木の植え付け，炎天下での下刈り，除伐，

間伐，そして収穫です。この喜びを味わっていな

いのが現在の林業です。何十年も営々と苦労して

育てた木を間伐材にしる収種しないのはもったい

ない話です。収穫する喜び，すなわち収益を得る

喜びを覚えることです。

先に私のモットーを3つ挙げましたが，それ以

上にもっと大切なことがあります。それは「ケガ

をしない」ことです。私はいつも1人で作業をし

ます。ケガをしてもだれにも連絡できません。携

帯電話や無線電話を持っていても，いつも身体に

着けての作業はできません。だから絶対ケガをし

ないよう作業を進めることです｡消防署で30年近

く過ごし，救急隊員として現場を踏んで言えるこ

とは，労働災害の中でも山林での災害は重症の場

合が多く，救急車が現場に到着したときはすでに

死亡していた例は少なくありません。作業は安全

第一に進めることが何といっても基本です。

●私の進めてきた林業（施業方針)●

私は,100年生以上の大径木を目標にした施業

▲写真②32年生林分（3回間伐を実施し,現在450本/ha)

をしています｡植栽本数は2,700～3,000本/haで

すが，枯枝高が8mくらいに達する18年から20

年生時が第1回目の間伐開始樹齢となります。こ

のとき,40～50%の間伐率で間伐を行います。こ

の目的は4m材2玉の無節材を生産する省力林

業です。

第1回目の間伐材からすべて林外搬出，つまり

用材となるものは近くの木材市場に出荷し，短材，

曲がり材,小径木はすべて工事用杭材として加

工・販売します。切り捨て間伐は一切ありません。

第2回目の間伐は第1回目の間伐より4～5年

経過した時点で行い,30～40%の間伐を行いま

す。

第3回目は20％程度で，現在32年生林分で当

初2,700本/ha植栽したものが450本くらいとな

っています(写真②)。さらに，40年生時には180

本，つまり8m間隔にする予定にしています。

私の施業方針は自然の力を利用した省力林業で，

毎年の年輪幅を5mm以上にするため,早めの間

伐を繰り返し,50年生時で胸高直径50cm,100年

生時には胸高直径1mを目標としています。その

ためには樹高の半分以上は枝のある根張りのがっ

ちりとした風雪害に強い樹形を日指しています。

●作業路の開設●

林道や作業路の開設は，山仕事をするうえで最

も大切な基盤整備となります。しかし，いちばん

難しいのも林道や作業路を開設することです。そ

れは隣接する所有者や地域の方々に林道や作業路

開設の必要性について理解してもらうことですが，

林業技術No.7042000.11-⑮
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▲写真③丸鋸台を利用し杭作製中

し写真④お山の履歴書を書いた立て看板 灘

蕊鶴
皆それぞれ山に対する考え方も違い，自分の思う

ように話が進まないことが多いものです。そこで，

山に関係する方たちとは日ごろから和をもって生

活していくことが大切で，いざというとき理解が

得られやすいものです。「話もしたくない｣という

ような人が1人でも道を開設しようとする土地に

いれば，林道や作業路の開設は本当に困難です。

私は，平成5年から自力でバックホーの中古を

職入し，見様見真似で運転し，林内作業車で木材

を搬出するための幅員1.5～2.0mの作業路を開

設してきました。

●杭の生産・販売●

てでも製作し，翌朝には必ず業者に調達できる体

制を取ることが大切です。

●丸鋸台の考案●

杭は先端を剣にしなくてはなりません。初めの

うちはチェーンソーで行っていましたが，能率が

悪く大量生産には向かないため，丸鋸台を考案し

ました（写真③)。これには次のような特徴･利点

があります。

①キャスターを取り付けることにより，丸鋸台

を杭原木のある所まで移動できるため，杭原木を

移動する必要がないので労働力が軽減される。②

エンジンの排気を丸鋸に当てることにより鋸屑が

拡散され，操作する側に飛散するのを防ぐことが

できる。③ガソリンエンジン（最大8馬力）のた

め，電気のない山奥でも使用できる。④ガードを

取り付けることにより，安全性を確保している。

⑤回転数を2,600回転／分まで上げることにより，

作業効率が良くなる。1日当たりの加工能力は

1,500～2,000本｡⑥軽量かつコンパクトであるた

め持ち運びが容易である。

●お山の履歴書作戦●

私はことのほか記憶力が悪く，数年前の出来事

でも忘れてしまいます。しかし，いったん何かに

記録しておくといつまでも残るものです｡この"お

山の履歴書”は，林道際や林地の境界付近など人

私は間伐材から出る短材や小径木，曲がり木な

どで,主に土木資材用杭の生産を昭和58年から始

めました｡始めた当時は全く売れなくて,人目のつ

きやすい道路際に積んでおいたり，看板を立てた

りもしましたが一向に売れませんでした。しかし，

何年かたつうち地元の土木業者に知れ，そのうち

口コミで広まり，現在は地元森林組合を窓口とし

て販売しています。現在では土木業者から「森林

組合へ行けば杭はある」ということが言われ出し，

生産を開始して17年たった現在では,コンスタン
こた

卜に需要に応えることができるようになりました。

これまで，杭を生産･販売して感じたことは｢信

用第一」ということです。必要量を必ず期日まで

に納品し，規格もしっかり守ることだと思います。

例えば「明朝5本の杭が必要」との業者からの要

請があれば，採算は度外視して，夜ライトをつけ

⑯－林業技術No.7042000.11



目につきやすい所に設置した立て看板で，いつ植

栽や間伐したかなどを記録してあります（写真

④)。こうすることにより，何年たっても山の履歴

が一目瞭然です。また，隣接の所有者や狩猟関係

者などの入山者が施業履歴を見ることにより，自

分の山林における施業の参考にすることにもなり，

林業に関心を引くねらいもあります。私は，この

看板を50個ほど作製し,林業研究会会員に配布し

ました。現在ではこのような看板が目につくよう

になり，間伐等の推進の一翼を担っています。

●ドラム缶による火災防止作戦●

当地の森林における自然災害でいちばん被害の

多いのは台風の襲来です。そのほかに雪害なども

ありますが，最近は地球温暖化のせいか降雪は少

なく暖冬の年が多くなりました。一方で最近は林

道や作業道が開設されたことによって不特定多数

の入山者が多くなり，私の所有地の林道では5月

の連休や秋の紅葉時季になると，オフロードバイ

ク隊が駆け上がってきます。また，山菜採りや行

楽客などの入山者が多くあります。このような人

たちには営々と育てた山林の価値や大切さがわか

らないのか，ジュースの空き缶放置など目に余る

ことばかりです。また，冬になるとたき火やタバ

コの不始末が見られます。このようなことが原因

で火災となっては大変です。何十年も育てた森林

▲写真⑤ドラム缶による火災の防止対策

が一瞬のうちに価値がなくなります。

このため，林道|際に数百メートルおきにドラム

缶に雨水をためて防火用水として備え，そばには

1斗缶を2個セットにして備え付けています（写

真⑤)｡ボヤ程度の段階ならバケツ1杯の水で消火

できます。それよりも「これほどまで注意して山

を守っているのだ」という啓発と同時に，不特定

な入山者に山火事の恐ろしさを喚起するためのも

のです。

●二足のわらじから専業へ●

できることなら専業で林業経営をと思いつつ，

30年近く消防署に勤務してきました。あと7年で

定年を迎えます。専業で山に出かける日が来るの

を楽しみにしています｡そして,「金さん,銀さん」

以上に長生きをして100年生の森を見たいのです

が…。二男一女の子供のうちだれかが私の後継者

となってくれることをひそかに期待しつつ，今日

も山に行けるのを楽しみにしています。

第48回森林･林業写真コンクール作品募集要領
題材：林業技術（育苗，植栽，保育，木材生産，木材利用など)，森林（森林の景観，環境保全,森林動植
物の生態，森林被害など)，農山村（生活，風景など)，緑化，森林レクリエーション。

応募資格；職業写真家でないこと。本会会員以外の応募可。

作品：1枚写真（四つ切またはワイド四つ切)。組写真合成等不可。自作・未発表写真に限る。労働安全
に関する法令に定める安全基準に適合するものであること（例えば保護帽の着用等)。返却不可。

募集区分：カラーの部，モノクロの部に分けます。応募点数の制限はありません。
作品の帰属：入賞作品の著作権は本会に帰属するものとし，作品のネガ（ボジ）は，入選発表と同時に提

出してください。

記載事項：題名，撮影者（氏名，住所，電話番号，職業，年齢)，撮影場所，撮影年月日，撮影データ
（カメラ，レンズ，絞り，シャッター等)，内容説明。以上明記したものを写真裏面に貼付。

締切：平成13年2月末日（当日消印有効)。

発表：審査は平成13年3月上旬。入選者には直接通知するとともに，本誌4月号に掲載。作品の公開は，
季節，表紙にふさわしいものを優先し，本誌で行います。特選には10万円進呈。

送り先・問合せ先：〒102-0085東京都千代田区六番町7棚日本林業技術協会「森林･林業写真コンクー
ル」係公03-3261-5281http:"www.jade.dti.ne.jp/~jafta

日
林
協
か
ら
の
お
知
ら
せ
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●20世紀の森林･林業一歴史の1コマ●写真①姿を消した校舎を背景に記念撮影

屋久島小杉谷(事業所)閉山S0周年記念祭

写真③〈記念絵はがき＞より。10台が1編成となって安
房まで下った。

催者を代表して中西・屋久島森林管理署長が，小杉谷
事業所の歴史や果たしてきた役割,また30周年記念祭
を開催するに至った経緯などを語り,"ありがとう小杉
谷”と挨拶を述べた。また上屋久町長，屋久町長両氏
の祝辞の中では,"小杉谷の山々もまた杉が甦ってきて
います""これからも思い出の校庭を大事に守っていき
たい”との話も聞かれた。続いて当時の国有林や役場
の関係者，この地で学校生活を送ったかつての教師・

児童の方々の懐かしい思い出が披露された｡<いま校庭
に立っていると足の蕊が当時を覚えているのを感じま
す〉（当時，中学校在学)，〈初めての赴任先が小杉谷事
業所でありました。屋久島の自然と仲間が忘れられま
せん〉(現在，九州森林管理局勤務)，〈この地に家族で
20年住んでいました。当時を思い出し胸が詰まる思い
です〉（当時，役場駐在職員)，等々の思い出が語られ
た。また昼食時には，危険と隣り合わせだった当時の
林鉄運材の話も聞くことができた。
■式典は，記念撮影（校庭から校舎に上がる階段に全
員が集合)，記念植樹(校庭にサクラを植栽）をもって
終了した。午後は，小杉谷周辺の散策やここから約3
km登った石塚集落跡への訪問組に別れて思い出のト
ロッコで移動したり，トロッコ道を歩いたりして過ご
す時間にあてられた｡午後3時,いよいよ小杉谷に別れ
を告げて安房の町に戻る時間となった｡－小杉谷さ
ようなら,小杉谷ありがとうのことばを残して。

関東大漉災の年(大正12年)に開設され,半世紀にわたっ

てヤクスギ生産の拠点であった小杉谷事業所が,昭和45年

8月にその歴史を閉じた。今年30年目の年となり，当時の
関係者の間からいま一度小杉谷で顔を合わせたいとの声が

あがり，上屋久町･屋久町･屋久島環境文化財団および屋久

島森林管理署等からなる実行委員会が結成され，当時の事
業所や役場に勤務・従事されていた人たち，また当時の児
童・生徒・教師への呼びかけが行われた。

写真②生活の足でもあったトロッコ。30年ぶりの乗車で
人気があった。

■小杉谷剛l1｣30周年記念祭は，山の；IIIの[1にあたる
10月13日(金)快晴の中で開催された。この日を待ち
焦がれていた参加者は,当時小杉谷で緯らした98名の
方々（うち30名は島外在住者）と関係者など150人余
の人たち｡参加者は安房から荒川口までバス等で入り，
ここから小杉谷事業所跡までの2km余は森林軌道の
トロッコ道を歩くこととなる。この日はかつてのト
ロッコも待機していてお年寄り組を懐かしの事業所跡
へと運んでいた。小杉谷事業所跡では，そこかしこで
再会を瀞ぶ声，住居跡や学校跡の変わりようを語り合
う声，またかつて生活していた懐かしさに涙ぐむ姿が

みられ，30年の年月の長さを物語っていた。この中に
は小杉谷で教鞭をとった6人の先生（うち2名は家族
の方がIII席)と20人の教え子たちもいて，まさに感動
の対面もみられた。
■111聯から始まった記念祭は元学校校庭で行われ,主

③－林業技術No､7042000.11
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(社)全日水木材市場連盟（東京都文京区後楽1-7-12林友ビル内,a03-
3818-2906)／㈱東海木材相互市場大11市場(愛知県丹羽郡大rIIII河北2-
2,盆0587-95-1101)／全国から天然林,人工林優良木材を蝿荷し，出品材

の展示即売を通じて陸I産材の典lllliに対する捌撤を深め,木造'紬組住宅の個
頼性の向_11.定薪化を推進するとともに，民有林材に加えて国有林材の出
荷を予定し，その効果的販売委託と普及･寅伝に盗し，もって木材流通の
l'l澗化と適正な価絡水準の形成，林材業の振興に寄与する。

(社)国際家具産業振興会(新宿区神楽坂2-16-1,a03-5261-9401)/東京
国際展示場（東京ビッグサイトー江東区有明3-21-1)｡

(社)大日本II1林会(〒107-0052束京都港区赤坂1-9-13三会堂ピル,a03

-3587-2551,FAX03-3587-2553,E-mail:sanrinkai@par.odn.ne.

jp)･(財)農林水礎奨励会／三会堂ビル9階.fi垣記念ホール／市町村行
政における森林の意溌を考える。話題提供予定者：岩手県住出町長,秋出
県矢島町長9111梨鼎早川IIIIM,宮崎雌椎葉村提。参加希望者は氏名，住
所，公，所属を明記のうえ火l.1本1.11林会まで郵送,FAX,またはE-mail

にて申し込みを（入場無料)。

(社)国土縁化推進機榊(東京都千代山区平河町2-7-5砂防会館内，窓03-
3262-8451)・提野県(a026-232-0111)･朝日新聞社(aO3-3545-0131)･
森林文化協会(壷03-5540-7686)／長野市ビッグハット(若里ホール)／中
山間地の山・川・田畑は，国土の滑絡をなす自然であり，都市生活者にと

っても心の故郷になっているが，林業･腱業の褒退と人口の流出で荒廃が
目立っている。ふるさとの自然と11l村の幕らしをどう再生したらいいの

か，主に森林利用の視点から考える。

世界子ども愛樹祭コンクール実行委員会(稲岡県八女郡矢部村大字北矢部

10,528番地矢部村教育委員会内愛樹祭蕊務局,aO943-47-2122)・矢部
付･矢部村教育委員会・(財)森とむらの会・(財)秘境杣の里／地球的規模
で自然が破壊汚染されている現在,21世紀に生きる子どもたちに,自然や
郷土を愛する心を培うようなり錐を希求,子どもたちの生活の場に身近な

樹木に，愛俄あふれる夢を絵画,作文,詩に表現した作品を全世界から弊
集する。応募方法等の詳細は主催者へ。

(社)全国森林レクリエーション協会(aO3-5840-7471)/全国各地に所在
する巨樹･巨木について，その保護を図るため，子供たちから巨樹･巨木

に係る夢についての作文,絵R記を募集し，優秀作品を表彰するもの｡応
募資格：小・中学生，その他巨樹・巨木に関心のある方。

11．17

東京|2000束京国際家具見本市 11.21～24

〃｜麦嘉射''加村にと
1124

13:00

～17:00

長野|霧謝の森林つくりｼン
11．30I

鱈蝿|蟄唄野子ども愛樹祭
募集中～

11.30締切

全国|蕊至鐺書鰯しの
募集中～
13．1．10必

着

12月

区分’行事名

潤幽|嬰22mJAS製材儲‘癖
区分 期間 主催団体／会場／行亭内容等

(社)岡山県木材組合連合会(岡II1I1丁錦lllrl-8,a086-231-6677)/勝111木材

市場(真庭郡勝山町三田211,aO867-.14-2600)/日本腱林規絡の蒋及．啓

発と､JAS製材品の品質向上を図り．優良製材価の需要拡大に寄与する。

12．6

［追記］
●主催者はこの日のために,参加者名簿,小杉谷の年表,当時

の集落住宅地図･校舎見取り図,校歌等の載った資料および
記念絵はがきを用意して大変喜ばれていました。当日夜は，
懇親会が催され,さらに盛り上がりをみせていました。

●森林軌道は，小杉谷から安房川の両岸2路線がさらに奥

に延びており，流域は半世紀にわたって伐採が進みました。

驚くことに30年が経った山腹は，いたるところでヤクスギ

の天然更新が見られ広葉樹を凌駕した混交林分が出現，伐
採跡地の面影はありません。かつてこの山腹が伐採地で

あった証しは，ひときわ高く白い樹肌を見せて点在してい
るヤクスギの母樹の存在です。

●記念祭と併せて小杉谷休憩舎(九州森林管理局設置)の開
所式も行われました。荒川ロからここを通って縄文杉まで

の約12km･4時間余の道のりでは唯一の屋根付きの小屋

になります｡翌日は,縄文杉の撮影行に出かけ念願の対面を
果たしました。［編集部福井］ 写真④小杉谷・石塚集落跡からみた山容

林業技術No.7042000.11-⑲
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一
く
く
Ｉ
ｌ
ｉ
４
ｉ

〉〉

Ｆ
Ａ
（

間
を
チ

て
タ
イ
。

悪
か
つ
１

緯
が
あ
》

が
勤
務
雨

は
来
て

く
小
さ
ユ

当
日
ロ

カ
フ
ェ

キ
ア
ー
、

ハ
ー
グ
｜

エ
ぽ
‐
ツ
や

く
の
種
》

本
円
證

え
な
い
』

ゞ
、
ダ
砿
曾
混
』

一
Ｆ
Ａ
Ｏ
で
は
出
勤
簿
が
な
い
た
め
、
出
勤
時

一
間
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
シ
ス
テ
ム
は
な
い
。
か
つ

一
て
タ
イ
ム
カ
ー
ド
が
試
行
さ
れ
た
が
、
評
判
が

悪
か
っ
た
た
め
、
す
ぐ
に
取
り
や
め
ら
れ
た
経

線
が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
で
も
ほ
と
ん
ど
の
人

が
勤
務
開
始
時
間
で
あ
る
八
時
三
十
分
ま
で
に

は
来
て
い
る
。
小
生
の
場
合
も
、
小
回
り
の
利

く
小
さ
な
パ
ン
ダ
を
運
転
し
て
朝
八
時
過
ぎ
に

は
到
着
し
て
、
バ
ー
ル
で
「
コ
ル
ネ
ッ
ト
（
ク

ロ
ワ
ッ
サ
ン
）
と
カ
プ
チ
ー
ノ
」
で
目
を
覚
ま

す
こ
と
が
定
番
と
な
っ
て
い
る
。

イ
タ
リ
ア
旅
行
で
カ
フ
ェ
の
味
を
覚
え
ら
れ

た
方
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
コ
ー
ヒ
ー
の
種
類
と

し
て
は
、
カ
フ
ェ
（
エ
ス
プ
レ
ッ
ソ
）
、
カ
プ
チ

〉
－
ノ
、
カ
フ
ェ
ラ
ッ
テ
（
ミ
ル
ク
コ
ー
ヒ
ー
）
、

職
種

一
え
な
い
お
い
し
い
コ
ー
ヒ
ー
が
飲
め
る
の
は
あ

一
》
《
》
峠
》
恥
》
一
《
一
》
》
封
畢
〉
》
》
》

一

口
１
１
コ
ｌ
ビ
ー
で
始
ま
る

国
際
階
家
族
の
震
ｚ
、

便
参
や
が
が
一
日

１
４
く
く 口だ」とあいさ

つ
さ
れ
た
が
、
か
っ
て
は
薪
い
ゅ
で
卵
、
ト
マ
ト
、
ル
ゲ
ッ
タ
（
ル
ー
コ
ラ
）

女
性
秘
書
が
大
勢
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
小
生
の
等
の
入
っ
た
ボ
リ
ュ
ー
ム
た
っ
ぷ
り
の
サ
ラ
ダ

い
る
部
局
で
は
、
直
接
の
上
司
が
ス
リ
ラ
ン
カ
を
そ
の
場
で
作
っ
て
く
れ
る
。
ル
ゲ
ッ
タ
は
、

人
、
そ
の
上
の
部
長
が
イ
ン
ド
人
、
専
門
家
が
有
機
栽
培
の
証
と
し
て
た
ま
に
青
虫
が
付
い
て

ア
メ
リ
カ
人
、
カ
ナ
ダ
人
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
、
い
る
の
で
、
よ
く
見
て
食
べ
た
ほ
う
が
よ
い
。

オ
ラ
ン
ダ
人
、
ウ
ガ
ン
ダ
人
、
六
名
の
ク
ラ
ー
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
で
は
パ
ス
タ
と
お
か
ず
と
の
セ

ク
の
出
身
は
、
イ
タ
リ
ア
２
名
、
イ
ギ
リ
ス
２
ツ
ト
が
一
万
リ
ラ
程
度
だ
が
、
周
り
の
人
や
連

名
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
レ
バ
ノ
ン
と
多
国
籍
れ
か
ら
奇
妙
な
目
で
見
ら
れ
る
と
い
う
点
を
我

で
あ
る
。
慢
す
れ
ば
、
パ
ス
タ
の
み
を
二
個
注
文
す
る
と
、

ロ
ー
マ
は
花
が
安
い
。
今
日
は
秘
書
Ｌ
嬢
の
五
千
リ
ラ
ほ
ど
で
相
当
ボ
リ
ュ
ー
ム
感
を
味
わ

誕
生
日
で
あ
る
。
通
勤
途
上
で
立
派
な
バ
ラ
の
え
る
。
た
だ
し
、
周
り
に
そ
う
い
う
食
べ
方
を

束
を
売
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
て
買
っ
て
お
い
し
て
い
る
人
は
あ
ま
り
見
た
こ
と
が
な
い
。

た
。
そ
う
い
う
の
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
と
も
の
ユ
ー
モ
ア
に
富
む
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
専
門
家

す
ご
く
喜
び
、
西
洋
式
キ
ス
の
儀
式
ま
で
し
て
Ｖ
氏
は
、
こ
の
前
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
地
方
の
一

く
れ
る
。
「
女
性
の
日
」
に
ミ
モ
ザ
の
黄
色
い
花
夫
多
妻
制
の
幕
ら
し
の
夫
の
苦
労
話
を
面
白
お

を
秘
諜
に
あ
げ
る
こ
と
も
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
。
か
し
ぐ
話
し
て
く
れ
た
が
、
今
日
は
日
本
人
の

し
か
し
、
日
本
の
よ
う
に
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
ハ
ネ
ム
ー
ナ
ー
の
挙
動
に
つ
い
て
話
し
始
め
た
。

に
女
性
が
男
性
に
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
プ
レ
ゼ
ン
彼
が
ハ
ワ
イ
で
ア
グ
ロ
フ
ォ
ー
レ
ス
ト
リ
ー
の

卜
す
る
こ
と
は
全
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
教
授
を
や
っ
て
い
た
か
な
り
以
前
の
話
で
あ
る

お
昼
は
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
で
の
昼
食
が
手
っ
取
が
、
飛
行
機
に
乗
っ
た
と
こ
ろ
ほ
と
ん
ど
が
日

り
早
い
。
サ
ラ
ダ
バ
ー
で
は
、
ひ
げ
を
は
や
し
本
人
の
ハ
ネ
ム
ー
ナ
ー
と
見
受
け
ら
れ
る
ツ
ア

た
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
お
じ
い
さ
ん
が
、
シ
ナ
缶
、
－
客
で
占
め
ら
れ
て
い
た
が
、
一
様
に
皆
無
表

Ｉ
Ｊ
Ｉ

Ｉ

▲ゼンツアーノの花祭り：

ローマの近郊のこの小さな街

では，毎春色とりどりの花び

らをジュータンのように道路

に敷き詰めて絵が描かれる

I
情
で
異
様
に
静
か
で
気
味
が
悪
か
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
（
イ
タ
リ
ア
人
の
乗
っ
て
い
る
飛
行

機
が
い
ち
ば
ん
う
る
さ
く
騒
が
し
い
と
い
わ
れ

る
）
・
彼
か
ら
見
れ
ば
じ
れ
っ
た
く
不
思
議
な
カ

ッ
プ
ル
た
ち
に
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
．
お
そ
ら

く
、
お
見
合
い
結
婚
し
た
ば
っ
か
り
で
互
い
に

遠
慮
し
て
た
の
で
し
ょ
う
と
答
え
て
お
い
た
。

お
見
合
い
結
婚
に
つ
い
て
は
、
ど
う
し
て
そ
ん

な
制
度
が
あ
る
の
か
、
考
え
ら
れ
な
い
と
ば
か

り
に
皆
真
剣
に
聞
い
て
く
る
。
も
っ
と
も
、
鹸

近
の
若
い
人
た
ち
は
様
変
わ
り
で
髪
の
毛
の
色

だ
け
で
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
面
で
だ
い
ぶ
欧
米

人
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
が
…
。

さ
て
、
金
髪
Ｍ
嬢
が
オ
フ
ィ
ス
で
怒
り
心
頭

に
発
し
て
い
る
。
上
司
の
Ｍ
の
要
求
は
理
不
尽

で
あ
り
、
自
分
の
主
張
が
正
し
い
と
カ
ン
カ
ン
ー

な
の
で
あ
る
。
「
冒
扇
巴
８
国
急
８
霞
の
農
（
．
〈

－
ヒ
ー
で
も
飲
ま
な
い
と
我
慢
で
き
な
い
″
）
」

と
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
声
を
上
げ
て
、
仲
間
を
誘

っ
て
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
に
下
が
っ
て
行
く
。

夕
方
は
通
常
六
時
ご
ろ
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の

人
が
仕
事
を
終
え
て
家
路
へ
と
急
ぐ
。
廊
下
の

話
し
声
も
ほ
と
ん
ど
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
夜
八

時
過
ぎ
に
な
っ
て
、
残
業
を
し
て
い
た
Ｎ
嬢
が

オ
フ
ィ
ス
に
飛
び
込
ん
で
き
た
。
話
も
で
き
な

い
状
態
で
、
こ
ん
な
オ
フ
ィ
ス
は
も
う
我
慢
で

き
な
い
と
鳴
咽
（
お
え
つ
）
し
続
け
て
い
る
。

ど
う
や
ら
仲
間
の
ク
ラ
ー
ク
か
ら
ひ
ど
い
嫌
が

ら
せ
を
受
け
た
よ
う
だ
。
い
ず
れ
配
置
転
換
等
一〈一

も
必
要
で
あ
ろ
う
。

今
日
も
長
い
一
日
が
終
わ
っ
た
。
冷
え
た
パ
ーー

ン
ダ
の
シ
ー
ト
に
身
を
沈
め
な
が
ら
、
少
し
胃

の
痛
み
を
覚
え
る
。
今
日
は
少
し
コ
ー
ヒ
ー
を

飲
み
過
ぎ
た
よ
う
だ
。

ｉ
ｉ
ｉン尽頭米色最かん・にら力れ行うi

当ハハハヘヘハハハヘー～
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近
年
、
林
業
局
は
林
業
政
策
・
計
画

部
、
林
業
産
物
部
、
お
よ
び
森
林
資
源

部
の
３
つ
の
技
術
部
局
に
改
組
さ
れ
、

フ
ィ
ー
ル
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
業
部
や

目
甸
シ
ミ
○
口
（
熱
帯
林
行
動
計
画
洲
整

室
）
は
現
在
で
は
存
在
し
な
い
。
局
長

の
下
に
人
頭
、
予
算
等
を
担
当
す
る
管

理
支
援
室
と
対
外
調
整
、
国
家
森
林
プ

ロ
グ
ラ
ム
等
を
担
当
す
る
連
携
・
情
報

室
が
あ
る
。
林
業
政
策
・
計
画
部
に
は
、

林
業
政
策
・
組
織
課
と
林
業
計
画
・
統

計
課
が
置
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
森
林
政
策

分
析
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
フ
ォ
ー
レ
ス
ト

リ
ー
、
セ
ク
タ
ー
分
析
や
計
画
・
評
価

な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
ま
た
、
林

業
産
物
部
に
は
、
森
林
収
穫
・
貿
易
・

販
売
課
と
木
材
・
非
木
材
産
品
利
用
課

が
置
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
環
境
に
配
慮
し

た
収
穫
手
法
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
認

証
、
木
材
産
業
や
非
木
材
産
品
に
つ
い

て
の
分
析
等
を
推
進
し
て
い
る
。
森
林

資
源
部
に
は
、
森
林
保
全
・
研
究
・
教

育
課
と
森
林
資
源
開
発
課
が
置
か
れ
、

前
者
は
流
域
管
理
、
野
生
生
物
管
理
、

ア
グ
ロ
フ
ォ
ー
レ
ス
ト
リ
ー
、
普
及
教

育
、
後
者
は
天
然
林
管
理
、
遺
伝
資
源

の
保
全
、
持
続
可
能
な
森
林
経
営
の
基

準
・
指
標
な
ど
を
担
当
し
て
い
る
。

［
林
業
局
の
組
織
と
業
務
］

Ｆ
Ａ
Ｏ
の
職
員
は
各
分
野
の
専
門
家

で
あ
る
専
門
職
と
秘
書
や
ク
ラ
ー
ク
、

タ
イ
ピ
ス
ト
等
の
一
般
職
に
分
か
れ
て

い
る
。
専
門
職
は
部
長
以
下
の
レ
ベ
ル

が
Ｐ
１
～
５
（
Ｐ
５
が
課
長
や
上
席
専

門
官
ク
ラ
ス
）
、
Ｄ
１
～
２
（
部
長
）
、

Ａ
Ｄ
Ｇ
（
局
長
）
の
階
級
に
分
か
れ
て

お
り
、
さ
ら
に
Ｄ
Ｄ
Ｇ
（
副
事
務
局
長
）

お
よ
び
Ｄ
Ｇ
（
事
務
局
長
）
が
設
け
ら

れ
て
い
る
。
一
般
職
も
同
様
に
階
級
に

分
け
ら
れ
て
い
る
。
林
業
局
は
専
門
職

と
一
般
職
が
そ
れ
ぞ
れ
約
五
十
名
、
合

わ
せ
て
百
名
程
度
の
小
さ
な
組
織
で
あ

る
が
、
こ
の
ほ
か
に
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

や
フ
ィ
ー
ル
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
職
員

が
約
七
百
名
い
る
。
仕
事
の
分
担
が
明

確
な
た
め
比
較
的
マ
イ
ペ
ー
ス
な
対
応

が
で
き
る
一
方
で
、
責
任
の
所
在
は
明

確
に
な
る
。

職
員
の
能
力
評
価
は
直
属
の
上
司
が

詳
細
な
勤
務
評
定
を
作
成
し
、
そ
れ
を

本
人
に
見
せ
て
納
得
す
る
ま
で
話
し
合

っ
た
上
で
本
人
が
サ
イ
ン
を
し
、
そ
の

上
の
上
司
が
チ
ェ
ッ
ク
す
る
オ
ー
プ
ン

な
仕
組
み
で
あ
り
、
上
司
が
自
分
の
勤

務
態
度
や
能
力
を
ど
う
評
価
し
て
お
り
、

ど
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
改
善
を
期
待

し
て
い
る
か
等
が
明
確
に
な
る
。
ま
た
、

［
職
員
の
階
級
と
評
価
］

勤
務
ス
ペ
ー
ス
は
基
本
的
に
一
人
一

部
屋
の
個
室
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
電
話

正
式
採
用
後
も
、
一
年
間
は
胃
。
ｇ
‐

号
昌
〕
自
昌
（
試
用
採
用
期
間
）
と
さ

れ
る
。
一
年
間
で
オ
ー
ケ
ー
が
出
な
い

場
合
は
最
大
一
年
半
ま
で
延
長
さ
れ
る

喋
れ

が
、
稀
に
そ
の
時
点
で
も
不
可
と
な
り
、

契
約
途
中
で
解
雇
、
帰
国
す
る
事
例
も

あ
る
。

［
個
室
シ
ス
テ
ム
の
功
罪
］

ファオボンジョルノ

剛 0
4章個室システムとカプチーノ

柴田晋吾鰻鯉究普蕊課

零
や
不
意
の
来
客
以
外
は
だ
れ
に
も
わ
ず

ら
わ
さ
れ
な
い
た
め
、
思
考
や
文
章
作

成
等
に
没
頭
す
る
の
に
は
好
都
合
で
あ

り
、
冷
静
な
本
音
の
議
論
を
行
い
や
す

い
。
反
面
、
大
部
屋
シ
ス
テ
ム
の
よ
う

け
ん

に
相
互
牽
制
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
劇
場
効

果
、
集
団
意
識
が
働
き
全
体
の
動
き
が

見
え
や
す
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
部

屋
で
旨
８
日
旨
哩
５
三
未
決
箱
）
に
入

っ
て
く
る
書
類
を
待
っ
て
い
る
だ
け
で

は
情
報
は
入
っ
て
こ
な
い
。
こ
の
た
め
、

個
室
シ
ス
テ
ム
で
は
、
誘
い
合
っ
て
コ

ー
ヒ
ー
を
飲
ん
だ
り
、
廊
下
で
立
ち
話

を
す
る
こ
と
（
コ
リ
ド
ー
ト
ー
ク
）
が

重
要
に
な
る
。
仕
事
机
で
お
茶
を
飲
む

こ
と
は
ま
ず
な
い
。
コ
ー
ヒ
ー
タ
イ
ム

は
個
室
シ
ス
テ
ム
で
は
重
要
な
意
義
を

有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

▲カフェテリアの風景のひとこま

（写真提供：平井さおりさん）
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剰
剰
一 ダ

ウ
ン
バ
ー
ス
ト
を
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の
二
つ
に
分

類
し
、
強
い
噴
き
出
し
の
あ
る
災
害
影
響
範
囲
と
し

て
、
前
者
は
四
～
四
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
後
者
は
四

○
メ
ー
ト
ル
～
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
し
た
。
ダ
ウ
ン

バ
ー
ス
ト
は
、
特
に
航
空
機
に
と
っ
て
は
揚
力
を
失

い
墜
落
の
危
険
が
あ
る
こ
と
か
ら
極
め
て
恐
ろ
し
い

存
在
と
な
っ
て
い
る
。

つ
く
ば
市
に
あ
る
気
象
庁
気
象
研
究
所
に
よ
る
と
、

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
一
九
八
一
’
九
六
年
間
に
八

二
件
の
ダ
ウ
ン
バ
ー
ス
ト
が
発
生
し
て
い
る
と
い
う
。

同
研
究
所
ニ
ュ
ー
ス
鮎
・
肥
に
よ
る
と
、
九
六
年
七

月
十
五
日
、
茨
城
県
下
館
市
周
辺
で
局
地
的
な
突
風

に
よ
り
、
負
傷
者
二
○
名
、
建
物
損
壊
四
二
五
棟
の

被
害
が
発
生
し
た
が
、
調
査
の
結
果
、
五
分
間
に
二

つ
の
異
な
る
ダ
ウ
ン
バ
ー
ス
ト
が
発
生
し
た
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
そ
の
根
拠
は
、
①
突
風
域
の
形
状
は
ほ

ぼ
楕
円
形
で
あ
り
面
的
に
広
が
っ
て
い
た
こ
と
、
②

p

唾

卓

み

■

●

一一-1．蝋塞 ノー息逹垂垂ｰ

－8－

▲ダウンバーストが発生したとされる猿倉岳東面。吹き
飛ばされたアオモリトドマツの枝が散乱している

突
風
の
方
向
が
放
射
状
に
分
布
し
て
い
た
こ
と
、
③

看
と
同
時
に
突
風
が
吹
い
た
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

●
現
地
確
認
を
し
て

さ
て
、
記
者
の
電
話
を
受
け
た
あ
と
、
早
速
、
週

末
の
休
み
を
待
っ
て
単
独
で
現
地
を
調
査
す
る
こ
と

に
し
た
。
猿
倉
温
泉
か
ら
ツ
ボ
足
で
堅
雪
と
な
っ
た

緩
斜
面
を
登
る
。
夏
と
違
っ
て
ど
こ
で
も
歩
行
可
能

だ
。
台
地
に
上
が
る
と
、
ア
オ
モ
リ
ト
ド
マ
ツ
の
林
間

越
し
に
見
え
て
い
た
硫
黄
岳
・
大
岳
・
小
岳
・
高
田

大
岳
と
い
っ
た
北
八
甲
田
の
主
要
な
山
々
が
青
空
を

背
景
に
輝
い
て
い
る
。
約
三
○
分
ほ
ど
で
猿
倉
岳
の

麓
に
着
い
た
。
雪
の
詰
ま
っ
た
矢
榧
沢
の
右
岸
に
南

部
赤
倉
岳
が
迫
っ
て
見
え
る
。

発
生
地
と
思
わ
れ
る
山
脚
部
に
は
ア
オ
モ
リ
ト
ド

マ
ツ
の
葉
が
お
び
た
だ
し
く
散
乱
し
て
い
る
。

〃
無
惨
に
な
ぎ
倒
さ
れ
て
い
る
″
と
い
う
記
事
の

場
所
を
確
認
す
る
た
め
、
二
○
度
近
い
斜
面
を
見
当

を
つ
け
て
直
登
す
る
。
眼
下
に
月
を
や
る
と
、
春
ス

キ
ー
の
団
体
客
の
姿
が
見
え
た
。
目
前
に
山
岳
気
象

観
察
の
絶
好
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
の
に
気
づ
く
こ
と

も
な
く
過
ぎ
て
ゆ
く
。

十
五
分
も
直
登
し
た
こ
ろ
、
足
元
に
長
さ
数
メ
ー

ト
ル
、
直
径
二
○
セ
ン
チ
ほ
ど
の
ダ
ヶ
カ
ン
バ
が
こ

ろ
が
っ
て
い
た
。
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
地
上
高

二
メ
ー
ト
ル
で
幹
の
上
部
が
折
れ
て
い
る
直
径
四
五

セ
ン
チ
ほ
ど
の
ア
オ
モ
リ
ト
ド
マ
ツ
を
発
見
し
た
。

そ
の
近
く
で
直
径
が
三
○
セ
ン
チ
の
ア
オ
モ
リ
ト
ド

マ
ツ
も
折
れ
て
い
る
。
さ
っ
き
の
ダ
ケ
カ
ン
バ
は
ど

こ
か
ら
き
た
の
だ
ろ
う
。
五
○
メ
ー
ト
ル
四
方
を
歩

い
た
が
、
折
れ
た
枝
と
同
一
断
面
を
持
つ
立
木
は
見

つ
か
ら
な
い
。
さ
ら
に
息
を
は
ず
ま
せ
直
登
す
る
。

八
○
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
登
っ
た
と
き
で
あ
っ
た
。
同
一

の
切
断
面
を
持
つ
ダ
ケ
カ
ン
バ
が
見
つ
か
っ
た
。
し

か
し
、
こ
ん
な
大
き
な
枝
を
一
○
○
メ
ー
ト
ル
近
く

飛
ば
す
パ
ワ
ー
と
は
な
ん
と
も
の
す
ご
い
も
の
だ
ろ

う
。
健
全
に
立
っ
て
い
る
ア
オ
モ
リ
ト
ド
マ
ッ
の
中

に
、
タ
ケ
カ
ン
バ
だ
け
が
折
れ
て
い
る
。
ピ
ン
ポ
イ

ン
ト
に
命
中
す
る
レ
ー
ザ
ー
誘
導
爆
弾
に
攻
撃
さ
れ

た
よ
う
だ
。
不
思
議
な
現
象
だ
。

●
藤
田
ス
ケ
ー
ル
と
ダ
ケ
カ
ン
バ

藤
田
名
誉
教
授
は
、
被
害
状
況
と
風
速
を
リ
ン
ク

さ
せ
た
尺
度
で
あ
る
六
段
階
か
ら
成
る
「
藤
田
ス
ケ

ー
ル
」
（
Ｆ
ス
ケ
ー
ル
）
を
考
案
さ
れ
た
。
今
、
立
木

か
ら
切
断
さ
れ
た
ダ
ケ
カ
ン
バ
主
幹
の
移
動
距
離
と

経
路
か
ら
、
Ｆ
ス
ケ
ー
ル
を
推
定
し
て
み
る
と
以
下

の
よ
う
に
な
る
。

例
え
ば
、
〃
強
い
木
の
幹
が
折
れ
る
〃
と
い
う
現
象

に
着
目
し
た
場
合
「
Ｆ
１
」
相
当
、
ダ
ヶ
カ
ン
バ
が

ひ
し
よ
う

空
中
飛
翔
を
含
め
一
Ｑ
Ｕ
メ
ー
ト
ル
近
く
移
動
し
、

現
位
置
に
定
着
し
た
と
す
れ
ば
、
〃
自
動
車
が
道
か
ら

吹
き
飛
ば
さ
れ
る
“
ス
ケ
ー
ル
の
「
Ｆ
２
』
相
当
と

け
ん
き
夜
う
ふ
か
い

見
た
い
が
、
牽
強
附
会
で
あ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
Ｆ

１
ク
ラ
ス
は
、
風
速
毎
秒
三
三
’
四
九
メ
ー
ト
ル
（
約

一
○
秒
間
平
均
）
、
Ｆ
２
ク
ラ
ス
は
毎
秒
五
○
’
六
九

メ
ー
ト
ル
（
約
七
秒
間
平
均
）
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
尺
度
を
踏
ま
え
て
、
ダ
ウ
ン
バ
ー

ス
ト
の
生
み
の
親
と
で
も
い
う
べ
き
積
乱
雲
を
、
猿

倉
岳
周
辺
に
発
達
さ
せ
る
可
能
性
の
あ
る
四
月
の
天

候
を
調
べ
て
み
た
。
そ
の
結
果
は
次
号
に
ご
報
告
し

た
い
。

（
青
森
県
西
地
方
農
林
事
務
所
総
括
主
幹
）
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と
う
と
う
今
年
も
八
甲
田
か
ら

十
月
十
三
日
、
初
雪
の
便
り
が
屈

い
た
。
昨
年
よ
り
四
日
早
い
。
そ

こ
で
、
今
月
号
で
は
八
甲
田
の
気

象
現
象
に
ち
な
ん
だ
お
話
を
お
届

け
し
よ
う
。

●
あ
る
日
突
然
電
話
が
か
か
っ

て
き
て

今
年
四
月
下
旬
、
新
聞
社
か
ら

一
本
の
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
。

「
工
藤
さ
ん
は
八
甲
田
に
詳
し
い

と
い
う
こ
と
で
突
然
の
お
電
話
を

主
の
い
き
つ

…
」
と
い
う
よ
う
な
挨
拶
か
ら
始

ま
っ
た
電
話
の
内
容
を
受
け
て
、

「
詳
し
い
だ
な
ん
て
、
小
学
生
の
こ

ろ
か
ら
登
っ
て
い
る
だ
け
で
す
よ
。

た
だ
、
雪
渓
の
観
測
は
約
二
十
年

ほ
ど
や
っ
て
い
ま
す
が
」
と
、
し

っ
か
り
自
己
Ｐ
Ｒ
し
な
が
ら
、
そ

の
電
話
が
伝
え
て
き
た
内
容
そ
の

も
の
に
対
し
て
半
信
半
疑
だ
っ
た
。

「
実
は
、
南
八
叩
閉
に
ダ
ウ
ン
バ

ー
ス
ト
が
発
生
し
た
と
い
う
こ
と

な
ん
で
す
が
、
ご
存
じ
あ
り
ま
せ

ん
か
？
」
「
ダ
ウ
ン
バ
ー
ス
ト
？
間

違
い
あ
り
ま
せ
ん
か
？
気
象
台
は

何
と
言
っ
て
ま
す
？
」
質
問
に
質

問
で
答
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
い

や
、
猿
倉
岳
（
一
三
五
三
・
六
メ

ー
ト
ル
）
の
斜
面
に
幹
が
途
中
で

折
れ
た
ア
オ
モ
リ
ト
ド
マ
ツ
な
ど

の
木
が
あ
る
の
で
、
そ
う
言
っ
て
い
る
人
が
い
る
ん

で
す
」
「
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
で
す
か
？
」
「
今
月
で
す
」

「
そ
の
人
の
話
を
裏
付
け
る
気
象
デ
ー
タ
を
照
合
し

ま
し
た
か
？
」
私
は
、
氷
を
な
ぎ
倒
す
ほ
ど
の
烈
風

を
も
た
ら
し
た
ダ
ウ
ン
バ
ー
ス
ト
だ
と
す
れ
ば
、
き

っ
と
気
象
上
の
顕
著
な
現
象
が
あ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
、

ぜ
ひ
青
森
地
方
気
象
台
に
問
い
合
わ
せ
し
た
ほ
う
が

い
い
こ
と
、
発
生
し
た
と
お
ぽ
し
き
時
期
に
、
酸
ケ

湯
温
泉
や
、
猿
倉
岳
の
登
山
口
に
当
た
る
猿
倉
温
泉

こ
う
ひ
ょ
う

な
ど
で
、
降
雷
、
雷
、
強
風
の
有
無
な
ど
、
瞬
間
的

な
も
の
も
含
め
て
、
何
か
関
連
す
る
事
象
が
あ
っ
た

か
の
確
認
が
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
伝
え

た
。
彼
は
、
「
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
件
で
何
か
あ
り

ま
し
た
ら
、
ま
た
電
話
し
て
も
い
い
で
す
か
」
「
ど
う

ぞ
」
と
言
い
つ
つ
も
、
ダ
ウ
ン
バ
ー
ス
ト
発
生
と
し

た
ら
特
異
な
痕
跡
を
残
す
こ
と
か
ら
、
内
心
「
本
当

だ
ろ
う
か
」
と
、
い
ぶ
か
し
み
な
が
ら
受
話
器
を
置

い
た
。と
こ
ろ
が
翌
日
、
彼
の
新
聞
の
社
会
面
に
「
八
叩

、
川
・
猿
倉
儒
樹
木
倒
れ
広
範
囲
に
飛
散
ダ
ウ

ン
バ
ー
ス
ト
発
生
か
ア
オ
モ
リ
ト
ド
マ
ツ
、
ダ
ケ

カ
ン
バ
な
ど
調
本
に
被
害
」
と
い
う
大
見
出
し
が
躍

っ
た
（
デ
ー
リ
ー
東
北
今
年
四
月
二
十
七
日
付
）
。

記
事
で
は
、
現
場
は
山
頂
か
ら
二
○
○
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
下
っ
た
地
点
。
直
径
二
○
○
メ
ー
ト
ル
の
円
形

区
域
に
、
直
径
五
○
セ
ン
チ
の
ア
オ
モ
リ
ト
ド
マ
ツ

の
幹
が
途
中
か
ら
も
ぎ
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を

報
じ
て
い
た
。

さ
て
、
猿
倉
岳
は
通
称
で
あ
り
、
国
土
地
理
院
発

行
の
地
形
図
に
は
そ
の
山
名
は
な
い
。
た
だ
し
、
本

稿
第
十
四
回
で
述
べ
た
よ
う
に
、
南
八
甲
田
縦
走
時
、

旧
道
コ
ー
ス
を
取
れ
ば
同
岳
の
下
部
通
過
と
な
り
、

猿
倉
温
泉
か
ら
稜
線
コ
ー
ス
を
取
っ
た
際
は
駒
ケ
峰

（
一
四
一
六
・
三
メ
ー
ト
ル
）
の
約
二
キ
ロ
東
方
に
位

置
す
る
猿
倉
岳
の
ピ
ー
ク
を
踏
む
こ
と
に
な
る
。

今
回
の
ダ
ウ
ン
バ
ー
ス
ト
発
生
地
と
さ
れ
る
山
腹

は
、
い
ず
れ
の
縦
走
路
か
ら
も
一
部
望
見
は
で
き
る

も
の
の
現
場
に
至
る
夏
道
は
な
い
が
、
春
ス
キ
ー
時

に
は
自
由
に
コ
ー
ス
を
取
れ
る
た
め
現
地
確
認
は
容

易
で
あ
る
。
た
だ
し
、
猿
倉
岳
の
稜
線
東
側
に
は
雪

庇
が
発
達
す
る
の
で
、
そ
の
崩
落
が
引
き
起
こ
す
ナ

ダ
レ
に
注
意
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
。

●
ダ
ウ
ン
バ
ー
ス
ト
と
は

バ
ー
ス
ト
と
聞
い
て
タ
イ
ヤ
の
こ
と
を
思
い
出
し

た
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
ク
ル
マ
関
係
で
バ
ー
ス
ト
と

い
え
ば
、
急
激
な
パ
ン
ク
状
態
を
指
す
が
、
英
語
で

は
、
爆
発
・
破
裂
・
突
発
な
ど
の
意
味
が
あ
る
。

ダ
ウ
ン
バ
ー
ス
ト
は
、
最
大
毎
秒
七
五
メ
ー
ト
ル

も
の
突
風
が
吹
く
気
象
上
の
現
象
を
い
う
。
強
い
雨

や
電
を
伴
う
も
の
は
、
特
に
ウ
エ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
バ
ー

ス
ト
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

ダ
ウ
ン
バ
ー
ス
ト
と
い
う
用
語
は
比
較
的
新
し
い
、

と
い
っ
て
も
四
半
世
紀
前
の
造
語
で
あ
る
。
一
九
七

五
年
六
月
二
十
四
Ｈ
十
六
時
過
ぎ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
・
ケ
ネ
デ
ィ
空
港
で
イ
ー
ス
タ
ン
航
空
機
の
墜
落

事
故
が
あ
っ
た
。
そ
の
原
因
を
調
査
し
て
い
た
当
時

の
シ
カ
ゴ
大
学
の
藤
田
哲
也
教
授
は
、
特
殊
な
突
風

が
原
因
と
し
、
そ
れ
を
ダ
ウ
ン
バ
ー
ス
ト
と
名
付
け

た
の
で
あ
る
。

そ
の
現
象
と
は
、
積
乱
雲
な
ど
の
中
で
冷
た
く
重

く
な
っ
た
下
降
気
流
が
地
上
に
到
達
し
、
破
壊
作
用

を
も
た
ら
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
氏
は
、

林業技術No.7042000.11-⑬
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5蹴則らセミナー ②研ちゃん まりますかね｡」

「実は,この事件が起こるのはた

いてい小海線の沿線なんですよ｡」

「ああ,小海線ていうと,SL高原

列車の走るところですね｡」

「そうそう,JRで最も標高が高

いところを通っているのでも有名

だね。だから，勾配も急なところ

の

〆
今

ｒ
｜
》

キシャヤスデの恋

が多いから，ヤスデの油でも滑っ

てしまうんですよ｡」

「なあるほど｡それにしてもその

キシャヤスデというやつはなんで

線路の上なんかをぞろぞろはい回

るんです｡」

「まあ,はっきりしたことは言え

ないが，彼らが生まれ育った森林

から出て群を作って歩き回るのは，

－つには結婚相手を求めるためと，

もう一つは移動して新しいすみか

を見つけるためではないかと考え

られている。しかもこの現象は，

8年にI度しか起こらないんだ｡」

「ひえ－，8年ですか。しかし，

なんでまた8年なんです｡」

「調べてみたらキシャヤスデと

いうのは，子供は土の中で有機物

を食べて育ち，8年かかって親に

「先生,こないだ新聞を読んでま

したらね，キシャヤスデが列車を

止めたっていう記事が出てたんで

すよ｡」

「ほう，よく勉強してるじゃない

か。それで？」

「えへへ，それでね,列車を止め

ちゃうようなクマデっていうのは，

よっぽど頑丈なやつだったんでし

ょうね｡」

「ははは,クマデじゃなくてヤス

デだよ。ヤスデというのは森林の

土の中に暮らしている細長いむし

のことだ｡」

「へ－，むしなんですか｡」

「むしといっても,昆虫ではなく

多足類といってムカデやゲジゲジ

などと同じく，やたらに足の数が

多い生き物さ｡」

「はは－，ムカデなら知ってます

よ。まったくあんだけたくさんの

足で，よ〈ずつこけないもんだっ

て，感心しますよね｡」

「ところが,ヤスデというのはムカ

デに輪をかけて足が多いんだよ｡」

「へ－，そんだけ足が多いから，

ぐぐ一つと踏ん張って列車を止め

ちゃうんですね｡」

「ははは，いくら足が多くたって，

踏ん張ったぐらいじゃ列車は止ま

りやしないよ。実際は，たくさんの

キシャヤスデが線路の上をはい回

るため，つぶれたヤスデの体液で

スリップしてしまうんだよ｡」
「はは－，そうきましたね。で

も，ヤスデの油ぐらいで列車が止
坐哩

ｲ

i

充実しつつあるわが国の
滞する林業生産活動

あ わ 森林資源届 と羅唾蕊
首磁 停 生 動る

心に，毎年平均で7千万㎡ずつ蓄

積が増加している。これらの人工

林は,全体の7割が35年生以下で

あり，保育，間伐等を適切に行う

必要がある。また，人工林のほと

■■

わが国の森林面積は,この30年積はこの間にl7倍に増加し35

間，2千5百万ha(国土面積の671Xm'となっている。

％）を維持するとともに，森林蓄現在は,I千万haの人工林を中

▼図①わが国の人工林の林齢別面稲

万h己

200

▼図②人工林蓄積と木材自給率の推移
169172

＄i,…:薑#";’何日…。
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資料：林野庁業務資料
注：自給率は用材の自給率である＝

資料：林野庁業務資料

注：平成7年3月末現在の数値である。
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なるということがわかった。しか

も親になったときにしか地表に出

てこないので8年に｜度の大発生

ということになる｡」

「しかし,それにしても列車を止

めるほど一度にたくさん出なくっ

たって，毎年，少しずつ出ればい

いのに。」

「ところが,それでは結婚相手を

探すのが大変になってしまうし，

毎年そこいらを歩いていれば，ヤ

スデを食べる敵に覚えられて襲わ

れやすくなって，とっても危険な

んだ。武器を持たないヤスデにと

っては，安全な地中から出るとき

はできるだけ大勢で群れているほ

うが安全だし，結婚相手も見つけ

やすいんだ｡」

「へ－，ヤスデの恋も命がけなん

だ｡」

「そう，8年待ちに待った恋の乱

舞というわけさ。まあ，少しは大

目に見てやりなさい｡」

「ほらまた始まった｡」

’0年ほど前に，「地球環境報告」（石弘之著,岩

波新書）という本を読んで，地球というのはこん

なにむしばまれているのかと驚いたことがある

(実を言うと，私はその本をきっかけに,砂漠化や

森林の減少・劣化問題に興味を持ち，今の道に踏

み込んだのであるが)。しかし，それ以降，地球環

境問題は足踏み状態なのではないかと思う。例え

ば，熱帯林を中心とする森林の減少・劣化にして

も，「持続可能な森林経営｣という理想像はでき上

がっているものの，それを実行に移す段階で何年

も足踏みしている状況である。これは，単なる環

境だけの問題ではなく，社会的・経済的要因も複

雑に絡み合っていることなどさまざまな要因があ

るのではあるが，結果として，人々の関心は低く

なり，環境問題ブームは去ってしまったような気

がするのは私だけなのだろうか。読者の皆さんは

いかがでしょうか。

身近なところに目を移してみると，循環型社会

だ，リサイクルだ，省エネだ，と言っても，そう

いう言葉に悪い意味で慣れ切ってしまっているよ

うに思う。身の回りでは，ゴミの分別さえままな

らないのが現実で，可燃ゴミの日なのに，袋の外

から見てもわかるくらい不燃ゴミをゴチヤ混ぜに

して出したり，オフィスでも，紙の分別収集はさ

れていないし，両面コピーは敬遠されて普及しな

い状況。とてもリサイクルどころではない。かく

言う私も，可燃ゴミに不燃ゴミをチョコつと紛れ

込ませてしまうことも少なくない。日々，環境問

題への意識の低さを感じてしまう。

ところで，今年の自動車業界は，例年にない新

車ラッシュであることを読者の皆さんはご存じだ

ろうか。特に夏以降，次から次へと新車が発表さ

れ，新車購入計画を策定中の私は目移りするばか

りである。キーワードは，「燃費の向上｣，「排出ガ

スのクリーン化｣，「リサイクル性の向上」など。

｢力○一ラが変わる時代」というフレーズがTVか

ら聞こえてくる。自分も「低燃費型を選ぼうか

な？｣，そう思う今日このごろ。身近なところから

の環境問題への取り組みを忘れないようにしたい。

（健）

（この欄は編集委員が担当しています）

〃
し

福山研二（ふくやまけんじ）／

林野庁研究普及課首席研究企画官

八んどは，将来，木材を生産するこ

とを目的に育てられてきたもので

あることから，適切な時期に伐採

して木材として利用するとともに，

再び植栽や保育，間伐を適時適切

に行い，健全で活力のある森林に

育てていくことが重要である。

しかし，森林整備を主に担って

きた林業は，木材価格の長期低迷

と経営コストの上昇による採算性

の悪化，それらに伴う森林所有者

の経営意欲の低下により，生産活

動が停滞している。

国産材の生産量は,平成10年に

は｜,932万nfとピーク時(昭和42

年)の37％にまで減少した。昭和

41年には67%あった用材の自給

率は，パルプ・チップや合板のほ

とんどを外材に依存するようにな

ったことから，平成'0年には2I

％へと大きく低下した。

？
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近年の中国社会は，沿岸地域を

中心に目覚ましい発展を遂げてい

る。そしてその担い手は，個人・

私企業，外資系企業とともに郷鎮

企業など非国営企業であった。工

業企業の生産額を見ると，国有企

業は'985年に全体の約2／3を占

めていたが，95年には｜／3に後

退している。しかし，国有企業は

産業の中心部門を構成しており，

技術や人がそこに蓄積されており，

その改革が差し迫っている。森

林・林業もまた，例外ではない。

中国の国有林は森林蓄積全体の

2／3を占め（残りは集体林)，国
有企業で経営管理されている。本

書は黒竜江省の国有林経営と国有

林地域社会を地域レベルに下りて

分析したものである。

’988年に施行された「全人民所

有制工業企業法」は，党委員会の

i;
愈灘赤羽武監修・戴玉才著

中国の国有材軽営と地或祖会
1
1
1

一黒竜江国有林の展開過程一

発行所：㈱日本林業調査会

〒162-0845東京都新宿区市ケ谷本村町3-26

"03(3269)3911FAXO3(3268)5261

2000年7月25日発行A5判,281頁

定価（本体2,857円十税）

●
‐
唱
啓
Ｆ
、
必
竃
恕
睡
誰
多
寺
判
仙
頼
溺
魅
‐
ノ

』

位置を後退させ，社長の権限を強

化する，いわゆる「政企分立」を

ねらいとした。また，経営形態と

しては生産請負責任制が広く採用

されることになった。しかし，高

度成長に誘発された木材需要の増

大は，国有林の過伐を引き起こし

伐採可能な森林資源の減少をもた

らしただけでなく，経営を赤字に

転落させた。多くの林業局，傘下

の「木材加工企業と林業機械製造

企業のほとんどが赤字経営」とい

う。

原因の一つに政治が優先する経

営がある。92年には「全人民所有

制企業メカニズム転換条例」が加

』
切
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章から成り，具体的なフィールド｜

としては，北海道森林管理局（直

轄）管内の，①札幌市・空沼天然

林,②千歳市･ｳｻｸﾏｲ遺跡群l

鐺驚犀轤駕瀧菩i
老町・ボロト自然休養林，が想定ド
されている。これらの地域は，支’｜

笏湖を取り囲む国有林で，丘陵，’

灘 謀L
「森にふれ森に学ぶ｣ことができる

ように工夫されており，執筆は森

林植物の研究家である鮫島惇一郎

氏，環境教育のベテランである丸

山博子氏などの専門家が当たって

いる。
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北海道森林管理局編
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森林ガイドブック

発行所：紬日本林業技術協会

〒102-0085束京都千代田区六番町7

a03(3261)6969FAXO3(3261)8044

2000年8月発行A4判,103頁

定価1,500円（消費税含む）

『環境教育｣は，現代社会の重要

なキーワードである。学校教育で

も生涯教育でも，環境教育の重要

性がさかんに指摘されている。し

かし具体的に，どこでどのような

環境教育を実践するかとなると，

暗中模索の関係者が多い，という

のが実情のようだ。

私が関係している自然保護団体

では，毎真小学生を対象として

「夏休み自然観察記録コンクール」

を実施している。今年も200点以

上の応募があったが，その中で主

流を占めるのは，カブトムシの飼

育，オジギソウの刺激実験など室

内の観察記録で，野外の自然観察れらc

は少数派である。これは子供たち「森に
が学校で習う理科教育の影響もあよう｛

るだろうし，また親が,何をどう自林植4

然観察させたらよいか，迷ってい氏，五
る現れでもあろう。山博弓

今回，北海道森林管理局が編集いる。

した『森にふれ森に学ぶ』は，そう

した風潮の中で，森林を対象とし

て，どこで何を，どう見たらよいか

についての格好のガイドブックと

なっている。

内容は,①森に行く，②森にふれ

る，③森に学ぶ,④森のひみつ,⑤
森を知る,⑥森に入る前に,などの

一＝一－8
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ダムサイトの植林
ー一

わり，経営責任の所在を明確にす

るよう定めた。これらに基づく改

革が詳細に分析されており，新た

な「森工集団体制」が依然として

｢政企合一｣のままであり，自立し

た経営単位への転換が難航してい

る実態を明らかにしている

(102～lll頁)。

国有林は政治が強力な権力を持

つ一方，国有林の地域社会はあら

ゆる生活諸施設を擁する「企業町

社会」である。国有林経営が住宅，

医療福祉，教育などの費用負担と

ともに，経営内に過大な従業員を

抱え，「雇用するための雇用｣がも

たらされている実態を明らかにし

ている。著者は国有林経営の営業

外支出が，地域社会を支え，国家

利益に大きく寄与したと指摘して

いる（234頁)。過剰労働力を抱

え，赤字経営の国有企業は，持続

可能な森林経営を目指し，どこへ

向かおうとしているのか。

評者もまた,本書葱f中国国有
林研究史において，噌矢をなす」

ものとして評価したい。

川ダムに面する国有林保安林の

中に平成r日進の森」が生まれ
ることになった。日進町が使用

する水のうち，工業用水はほぼ

100%,上水道は90%,農業用

水もほとんどが木曽川の水に依

存している。これらの水を供給

する水源国有林を緑にしよう。

これが「日進の森」誕生のイキ

サツである。

訪れた日(2000.6.16)は木祖

村と日進市との合同育樹祭が行

われた直後であった。参会者は

約200名（写真②）で，味噌川

ダム所長の参列もあったという。

その所長のご案内で湖上から分

収造林地も見せていただいた。

｢日進の森｣が豊かな森となるこ

とを願った。

（筒井廸夫）

長野県木祖村にある味噌川ダ

ムを訪れた．木曽川の最上流に

位置するダムである。このダム

に直面する国有林の中に,「日進

の森」と名づけられた分収造林
地（約30ha)があった（写真

①)。契約相手は愛知県日進町

(現在は市)で,'993年から2073
年までの80年間にヒノキ

12,500本を植える契約内容で
ある。

「日進の森」が誕生したキッ
カケは，’980年ごろに日進町の

青年たちが研修旅行で木祖村を

訪れ，それを機会に2つの地域
の青年たちの交流が始まったこ

とによる。高原野菜，木工製品

を主な産物とする木祖村の青年

たちは，人口が急増し新しい商
店街づくりを求める日進町の街

づくり，商業づくり

｜I

の情報を求め，日進

町の青年は豊かな

自然や人々のふれ

あいを求め木祖村

を訪れる。こうした

上流山村と下流都

市との交流は，やが

て商工会同士の姉
妹提携(平元)，自治

体友好提携の調印

(平4）となり，その
緊密な友好関係の

中で木祖村での植

林のプランも持ち

上がった。

木曽川上流の水

源の森を豊かにし，

森林を保全するこ

との大切さを訴え

る木祖村と日進町

の仲を取り持った

のは地元の藪原営

林署で，ここに味噌

幻

毎
号ｆ
矛

豐
芋

(新潟大学教授／村罵由直）

－－

しかし，このガイドブックは，

前記地域だけの案内書ではない。

あくまでも「森にふれ森に学ぶ」

ためのさまざまなアプローチが用

意されているから，特に落葉広葉

樹を中心とする東日本なら，どこ

でも共通する普遍性を持っている。

札幌周辺の方々だけでなく，森林

での自然観察，自然体験に興味を

持つ方々の参考書として，座右に

備えたい一冊である。

１

▲

謡藻欝裟写真①

《

との大切さを訴え

る木祖村と日進町

の仲を取り持った

のは地元の薮原営
し

林署で，ここに味噌写真②(専修大学北海道短期大学
造園林学科教授／俵浩三）

＝■一陽一
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さらに建て売りでも注文住宅でも,新築住宅の基
かし

本構造部分に暇疵があった場合には，’0年間は無

料で補修などを請求できる。例えば,地盤が軟弱な

ために基礎が割れ,そのためにモルタルにひび割れ

が生じたとか,契約書では防腐防虫土台のはずがそ

うではなくてシロアリの被害にあった,といった場

合は暇疵として補修を請求できる。

今までも請負契約では民法上，木造住宅では5

年,非木造住宅で'0年,住宅供給者が暇疵担保責任

を負うことになっていた

雲童轌桝驚鑪鱸嚇雷
が，いずれの場合も住宅

あいまい

の性能は暖昧で共通する

指標はなかった。今後は，

認可された第三者による

その住宅の設計住宅性能

評価書を要求することが

できるようになる。もち

ろんそれにはコストが掛

かる。設計住宅性能評価

けられるはずである。

ところが，例えば建て

書には,構造の安定,火災売りで1年以上売れ残っ

時の安全,劣化の軽減,維持管理への配慮，温熱環た住宅は新築住宅ではない，したがって品確法の対

境，空気環境，光・視環境，高齢者等への配慮，音象とはならないとか,基本構造部分とは具体的にど

環境の9項目があって,それぞれが'1喧目に分かれの部分を指しているのか，いないのか，といった問

て，等級，措置，数値のいずれかで評価されてい題は専門外の者にはよくわからない。また,業者か

る。したがって注文住宅では,各項目をどの程度にら引き渡された後でその業者が倒産したら保証す

するかを設計段階で決めることができる｡ひと言でる制度があるが,業者が保証機構に登録していなけ

いえば,予算内でニーズに合った性能の家を選択でれば厄介なことになるなど，いろいろな問題があ

’

きるわけである。 る。徐々に整備されるであろう。

里’
一

口陸上生態系による温暖化防止戦略，㈹ゴルファーの緑化促進協力会＝編，博友社（公03-3268-

8273),2000.3,¥2,500,A5･181p

口山登りの始め方一感動の世界へ，まどころの誘い，柏澄子＝著,lljと渓谷社(s03-3436-4055),

20006,¥950,新書判･205p

口森林ガイドブック森にふれ森に学ぶ，北海道森林管理局＝編,H本林業技術協会(a03-3261-

6969),20008,¥1,500(税込),A4．102p

ロ緑の地球紀行切手が描く森と木の世界一国土緑化運動50周年記念切手に見る世界の緑化，羽賀正

雄＝著，全国林業改良普及協会(a03-3583-8461),2000.8,¥3,800,A4･135p

口自然のしごとがわかる本一自然・環境・田舎暮らしの仕事全70種を徹底ガイド，永田さち子・沼灘

将夫＝箸，山と渓谷社（盆上記同),2000.8,¥1,600,A5･212p

口木と動物の森づくり一樹木の種子散布作戦，斎藤新一郎＝著，八坂普房（丑03-3293-7975)，200().9，

¥2,000,A5．195p

ロ大気環境学，真木太一＝著，朝倉書店(a03-3260-7631),2000.10,¥3,900,B5．148p

ロ日本近代林政史年表1867-1999,香田徹也＝編，ロ本林業調査会(aO3-3269-3911),2000.10,

¥25,000(特価¥20,000,平成13年3月301･iまで),B5.2,080p

⑳－林業技術No.7042000.11
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|壗蝋膳鰯壗猟謄競 壗胤腸､静|壗猟謄瀞~雨謄瀞’

平成11年度業務年報第40号

平成12年4月岡山県林業試験場

口有用樹の育成技術の研究一ケグワの初期保育法の

開発－

阿部剛俊・西山嘉寛

口機械化作業システムに適合した森林施業法の開発

中島嘉彦・旦良則

ロ環境調和型森林病害制御誘導技術に関する調査

三浦香代子・中島嘉彦

口地域に適合した複層林誘導技術の開発一材質等適

応品種の選定一

丹原哲夫・阿部剛俊

ロマツ林の保全に関する総合研究

中島嘉彦・丹原哲夫・三浦香代子・

阿部剛俊

口松くい虫予防事業散布薬剤(MEP)の安全確認調査

三浦香代子・中島嘉彦

口長伐期施業に対応する森林管理技術の開発一高齢

林の実態調査一
西山嘉寛・三浦香代子

口列状間伐に関する研究

山岡鵠助・中島蕊彦

ロスギ・ヒノキ雄花潜花性に関する調査

丹原哲夫・田中英夫・野亀洋一

口組織培養による樹木の保存技術の確立
藤原直哉・阿部剛俊

口菌根性きのこの安定生産技術の開発

竹内隆人・藤原直哉

ロマツタケ・アミタケ等安定生産技術に関する研究

藤原直哉・竹内隆人

口野生きのこ（腐生性）栽培技術の開発

竹内隆人・藤原直哉・田中英夫

ロ酸性雨等森林衰退モニタリング事業

阿部剛俊・中島嘉彦

ロ山火事跡地等乾燥地における実用的な緑化方法と

防火対策に関するW暁
西山嘉寛・阿部剛俊

平成11年度千葉県林業試験場業務報告第34号

平成12年6月千葉県林業試験場

口複層林の造成管理技術の確立

ロ長伐期施業に対応する森林管理技術の開発

口スギの花粉生産特性把握及び花粉飛散予測技術の

確立

福島成樹

口間伐及び林縁改良等の銅*施薬によるスギ花粉抑
制技術の確立

福島成樹・小平哲夫

ロ森林の公益性を考慮した資源管理技術の確立

ロ育成天然林施業法に関するW暁

小平哲夫

口林業用の優良品種の選抜と導入

遠藤良太・小平哲夫・福島成樹

ロ抵抗性マツ種子の安定供給体制の確立
遠藤良太

口花粉の少ない優良品種の選抜と検定技術の開発

遠藤良太・小平哲夫・福島成樹

口組織培養によるマツノザイセンチュウ抵抗性マツ

等の大量培養技術の開発

岩澤勝巳

ロ臨海埋立地の環境保全林の維持管理技術の稲泣

口森林・緑地の無農薬管理技術の体系化

口森林のアメニティ効果の評価及び保健休養機能維

持増進技術の確立

高橋美代子

口環境汚染が森林生態系に及ぼす影響の把握と樹勢

回復技術の確立
岩井宏寿・永田一雄

ロ酸性雨等森林衰退モニタリング調査

岩井宏寿・小田隆則・筒橋美代子

口乾性降下物の森林への影響調査

岩井宏寿・永田一雄

ロ海岸防災クロマツ林の生育阻害要因の解明と造

成・維持管理技術の確立

口都市及び都市近郊の森林の防災機能の評価とその

活用に関する研究

小田隆則

ロ森林の水源かん養機能維持向上のための造成管理

技術の確立

小田隆則・永田一雄

ロ森林施業によるスギ非赤枯性溝腐病の防除技術の
確立

中川茂子

ロボーベリア菌等の天敵微生物を利用した森林害虫

の防除技術の確立

石谷栄次・中川茂子

ロマツノマダラカミキリ発生予察に関する研究

石谷栄次・塩入環・中川茂子

ロケヤキ植栽地におけるクワカミキリ被害調査

ロライト・トラップによるヒノキカワモグリガ防除

技術の確立

石谷栄次

（次号へ続く）

岡山県林業試験場〒709-43351附山県勝田郡勝央町植月中1001TEL.0868-38F3151FAX.0868-38-3152
千葉県林業議獅錫〒289-1223千莱県山武郡山武町埴谷1887-1TEL.04J75-88-0505FAX.0475-88-0286

★ここに紹介する盗料は市販されていないものです。必要な方は発行所へお問い合わせくださるようお願いいたします。

林業技術No.7042000.11-⑲



I｢森林航測｣192号(今年度第2号)の予告
同号は，12月初句～中旬の刊行を目指し，現在制作中です。

予定掲載内容：佐野滋樹･鈴木康弘r航空写真を利用して森林の成長量を

測る」／洲濱智幸｢森林資源情報解析システム」の機能／《緑の付せん紙》

松本光朗｢森林研究を体験する一サイエンスキャンプ2000-」／《デジタ
ル時代のワンポイント地図学8》塚原弘一／《紋様百態》ほか。

B5．24ページ・本体570円十税(3号分購読の場合送料サービス）
お求めは日林協事業部(a03-3261-6969,FAXO3-3261-3044)まで。

12001年版『林業手帳｣｢林業ノート｣の予告

日林協事務所

◆北海道事務所

・所長：中易紘一
〒060-0004

札幌市中央区北4条西5丁目－1
北海道林業会館2階

sO11-231-5943

FAXO11-231-4192

◆東北事務所

・所長：増田晃
〒020-0024

盛岡市菜園1－3－6
農林会館8階

aO19-626-7616

FAXO19-652-3635

会員の皆様には，12月初旬お届けの予定です。

I会員募集中！(担当:日林協総務部壷03-3261-5281）
I投稿募集中！(担当:日林協編集部公03-3261-6968）
成果や体験をまとめたもの，記事の感想やご意見など大歓迎です。

◆宮城事務所

・所長：小泉隆夫
〒980-0863

仙台市青葉区川内追廻住宅525
a022-227-0924

◎第2回林業技士制度問題検討懇
談会
かねてから検討を加えられてい
た林業技士制度について，このた
び第2回会議が次により開催され
た。
10/17,於プラザエフ，「議題：
(1)林業技士制度に関する検討状況
について，(2)その他｣。
当|含Iは，委員として林野庁指導
部長（代理）ほか7名，主催団体
から本会弘中理事長ほか8名が出
席し，座長である緑資源公団塚本
理事長の進行により，熱心な討議
が行われた。
◎海外出張（派遣）
9/25～30,久納課長代理，マン
グローブ再生普及計画調査，タイ。
10/14～20，小原国際事業部長，
第3次整備苗畑引渡式出席，セネ
ガル。
10/22～11/11,111過参事，森林
火災予防計而iフェーズ11短期調査，
インドネシア。
10/24～11/9，弘中理事長,10/
24～11/12,加藤主事，日中林業交
流，中国。
10/25～11/11,久納課長代理，

国立公園森林火災跡地回復計画工
事，インドネシア。
10/28～11/8,渡辺理事,畠村技
術開発部次長，斉藤課長,10/
28～12/1，大平課長，林課長代理，
熱帯林管理情報システム整備事業
ネパール。．
◎技術開発部関係業務
10/26,於本会，「地球温暖化防
止のための効果的森林整備に関す
る調査｣平成12年度第2回調査委
員会。
◎熱帯林管理情報センター関係業務
10/25,於本会，「熱帯林管理情
報システム整備事業｣平成12年度
第2回調査委員会。
◎調査研究部関係業務
10/16,於スクワール麹町(四ツ
谷)，「西関東外郭地域連携整備計
画調査」第1回林野庁委員会。
◎番町クラブ
10/26,於本会，（財)日本住宅．
木材技術センター理事長岡勝男
氏を講師として，「10月からスタ
ートする住宅性能表示制度につい
て」と題する講演および質疑を行
った。

◆前橋事務所

・所長：木村征二
〒371-0035

前橋市岩神町4-16-25
関東森林管理局内

aO27-235-0404

FAXO27-235-0400

◆大阪事務所

・所長：大橋勝彦
〒540-0036

大阪市中央区船越町1－6－1
森研会館

"06-6941-5862

FAXO6-6941-0224:

◆九州事務所
・所長：中原英泰
〒860-0081

熊本市京町本丁8－17
熊本林業土木会館2階

公096-326-5381

FAXO96-326-5382

◆沖縄事務所《6月開所〉
・所長：謝花喜績
〒901-2121

沖縄県浦添市内間3-23-7
a098-877-3864(FAX兼用）

林業技術第704号平成12年11月10日発行

編集発行人弘中義夫印刷所株式会社太平社

発行所社団法人日本林業技術協会。

〒102-0085束京都千代田区六番町7TELO3(3261)5281(f@
振替()0130-8-60448番FAXO3(3261)5393(f@

【URL]http:"www.jade.dti.nejp/gjafta

◆秋田事務所《8月開所》
・所長：関和彦
〒010-0037

秋田市楢山愛宕下8－3
a018-833-0532(FAX兼用）

◆高知事務所《9月開所》
・所長：十萬眞一
〒780-0025

高知市愛宕山90-11
aO88-872-1978(FAX兼用）

RINGYOGIJUTSU

JAPANFOREST

publishedby
TECHNICALASSOCIATION

TOKYOJAPAN

〔識､会劉3’500円・学生会費2,500円・終身会費(個人)30,000円〕
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’道路円曲線表
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145頁2,040円(税込･送料別）

|林業土木コフサ)Eタンツが －－－司

独自に開発した測定器
|土力計(地盤支持力簡易測定器)特許取得PAT.3083484｡(地盤支持力簡易測定器） 特 PAT.3083484

従来の試験と比べると

試験ｺｽﾄが安価
短時間で測定(約30分）

装置の現場搬入･搬出が容易
評価がすぐ出来､現場の対応が迅速

基礎地盤の支持力が現場ですばやく判明するため

余分な床掘を防止でき､工事費の削減に貢献
地螺支持力不足による擁壁倒壊を防止

取り扱いビデオ付
定価198,000円(税別･送料別）

守

へ

－一一－

購入のお申込みは､FAXO27-323-3335
=r370－O851群馬県高崎市上中居町42-1TELO27-330-3232

（財)林業土木コンサルタンツ技術研究所FAX027-323-3335
URLhttp://www.cfC-ri・orjp E-mailcfcri@mail.cfC-ri.orjp

可好…号到．－画』4聖”一一噸興砂

森林土木ハンドブック‘
森林土木技術の基礎から応用までを網羅した森
林土木技術者必携のハンディな技術書
B6判1239頁9,200円(税込‘送料別）

味野庁監修

自然をつくる植物ガイド
ー治山画林道･環境保全の木と草一

美しいカラー写真と分かりやすい解説･データに
よる植物のガイドブック
A5判376頁5,000円(税込･送料別）

林野庁監修

自然をつくる緑化工ガイド
ー緑の再生と創造一

豊富なカラー写真と専門家による分かりやすい
解説の緑化工のｶ゙ ｲドﾌ゙ ｯｸ
B5判224頁5,000円(税込･送料別）

治山ダム:土留工断面表
治山工事の合理的な設計･施工に必須の治山
ダム･土留工の標準断面表
CD-ROM付
A5判427頁4,000円(税込｡送料別）

森林土木構造物標準設計
森林土禾工事の合理的な設計･施工に必須の擁壁
蒙構造物の標準設計シIソーズ）

擁壁I(重力式ｺﾝｸﾘーﾄ、
，もたれ式コンクリート零
コンクリートブロック､2段式擁壁）

A5判254頁4,500円(税込･送料別）

蘇林土木構造物標準設計

擁壁Ⅱ（鉄筋ｺﾝｸﾘーﾄ擁壁）

B5

B4

判解説書付
判188頁40,000円(税込｡送料別）

藤赫土木構造物標準設計

橋梁I（鉄筋ｺﾝｸﾘーﾄ床版橋）
B5

B4

判解説書付
判269頁50,000円(税込｡送料別）

躁林土木構造物標準設計

排水施設I(副刎-卜管､ﾎ"ｽｶﾙパーﾄ）
B5判解説
B4判171

書付
頁40,000円(税込･送料別）



全安全、そして人と

巾広い適用害獣
ノウサ蕊カモシカ、そしてシカに忌避効果

が認められた初めての散布タイプ忌避剤で寸高

散布か簡単
これまでに鱒､ｿｼﾚ剤にシカ､ノウサギの樹

幹部分の皮剥ぎ被害に予防散布力垳えます。

長い効果
薬液は素早く乾燥し､降雨による流亡がなく、

食害を園Wlにわたって防止します。

安全性
右効成分のジラムは、殺菌剤として長年使用

されてきた低識蝶剤で普通物です。

自然の調銑の 禾皿を目イ旨して。日

野生草食獣食害忌避剤
農林水産省登録第17911号

ｱ㎡水和剤
造林木を野生動物の倉雲から守る

販売肥大同商事株式会社製造保土谷アグロス株式会社
本社／〒|05-0013東京都港区浜松町1丁目10番8号(野田ビル5F)

東京本社03(5470)8491"/大阪06(6231)2819/九州092(76I)II34/札幌0II(563)0317
カタロクのご舗求は、上記住所へどう登

ク

グ.、
ゲ

タ

’
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、

酌

』

面

企年

隈

唾

L

ウ

鰭

臣

写真は植栽後4年のスギ

(チューブの長さ140cm)

野生動物と共存 特許出願中

キサチューユ
シカ・カモシカ・ウサギ・ネズミ

防食吉完全Iト
ヘキサチューブは獣害防止補助金メニューに入っています
現在1500本Aa以下または2000本加a植栽に変わっています

例'の軽筆伐防差雪に耐え傷

*4MRM壹欝
■営業部京都

〒613－0034京都府久世郡久御山町佐山西ノロ10－1日本フアミリービル3F

TELO774-46-1351(代)FAXO774-48-1005

e-mailhckyoto@mUg.bigiobe.no.jp

■営業部東京

〒101－0052東京都千代田区神田小川町3－28昇龍随ビル302
TELO3－5259－9510FAXO3－5259－9720』豐誌猶72。ノ
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あらゆる図形の座標・面磯・線長（周囲長）・辺長を

圧倒的なコストパフォーマンスで簡単に同時測定できるﾀﾄ部出力付の淳一

タマヤスーバープラニクスβ
測
定
ツ
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新
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ス
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に
β
（
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登
場
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鎚陣靹醒………

検査済み±0.1％の高精度

字画はスーパーブラニクスβの標峨タイプ

スーパーブラニクスβは､工場出荷時に臓格な検査を施して

いますので､わずらわしい誤差修正などの作業なしでご附入

されたときからすぐ±0.1％の耐総度でご使用になれます。

使いやすさとコストを
’ ’コンビュタフレンドリィなオプションツール

追及して新発売！
16桁小型プリンタ、RS-232Cインターフェイスケーブル、

ワイヤレスモデム､キーボードインターフェイス､各種専用

プログラムなどの充実したスーパーブラニクスαのオプショ

ンツール群がそのまま外部出力のために使用できます。

スーパープラニクスβ(ー ﾀ）

や外部出力付今
標準タイプ…･･･

プリンタタイブ

￥160．000

￥192．000
’測定操作が楽な直線補間機能とオートクローズ機能

「 1豊富な機能をもつスーパープラニクス

の最高峰スーパーブラニクスα(ｱﾙﾌｧ）

スーパープラニクスαは、座標、辺長、線長

面積、半径、図心、三斜（底辺、高さ、面積）、

角度（2辺長狭角）の豊富な測定機能や、コ

ンピュータの端末デジタイザを実現する外部出

力を備えた図形測定のスーパーディバイスです。
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蝿
■前橋営林局(現･関東森林管理局)編

｜日林協の話題の本’話日
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オオタカの営巣地における
森林施業-生息環境の管理と間伐等における対応一
■A4判･152頁･カラー図版■定価（本体4000,円十税）

●人工林や二次林に営巣することの多い猛禽類の特徴等をまとめ、どなたでも種を絞り込
めるように識別点を解説／

●より多くの野生生物の生息環境を生み出すような人工林の管理について解説／

●英・米でのオオタカ生息地管理法を紹介しながら、わが国における林分管理方法を検討
●間伐を中心に、実際に施業を実施する際に注意すべきことをマニュアル化／

細黙輔雷電ク 学森にふれ森にぶ
■A4判･104頁･一部カラー図版■頒価1500円(税込）

●森林環境教育のための実践指導ガイドブック／学校の先生方やボランティア団体等の指導者

の方々が、小学校高学年から中学生を対象として、森林環境教育の実践指導を行われる際の指
導ガイドブックです。

●幅広い地域での活用も可能／本書は森林体験学習の実践方法､地域の歴史､伝統文化､生活

様式等に触れる機会を組み合わせながら、北海道森林管理局の国有林をフィールドとして､森林
と人とのかかわりについて学習できるようプログラムを構成していますが、他地域においても自然

の特質や歴史、文化等を置き換えることによって、幅広い活用が可能と思われます。
構成…森に行く、森にふれる、森に学ぶ、森のひみつ、森を知る、森に入る前に、応急処置の仕方他

二■毎口や■■■＝

森にふれ森に学ぶ
症駆…ず四ク
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林野庁監修（待望の復刻･全22図／解説書付）
●昭和53～62年にかけて製作された『人工林林分密度管理図』－

スギ､ヒノキ､アカマツ､カラマツ､広葉樹(ナラ類.クヌギ)の5樹厘を■各図A4シート・
ホルダーケース入

対象として地域別に作られ(全22図)､わが国の森林整備における
（解説書付）

基礎的技術資料としてさまざまな分野で使用されています｡特に

間伐の実行に有力な判断材料を提供します｡■定価(セット価格)(本体2000円十税).〒料別

開発援助に携わる人々の必読書。授業教材としても高い評価。
日冥J壺冒云圭垂〆の蔀昌ロ蓉函ハロ士＝u富雲#星ノ 本書の構成･･･日本の自然．動植物。
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本書の構成･･･日本の自然・動植物。森林帯とその特徴。関係国でも多くの翻訳一待望の日本語版登場ノ
マイケル．M･チェルネア編／“開発援助と人顛学”勉強会訳日本の森林の歴史。所有形態・管理・法体制等。日本の人工林。

開発は誰のために"輪読箭鴬禰輔．
JoSASSEジョーサッセ●援助の社会学･人類学●
オーストラリアビクトリア州天然資葦環境

PuttingPeopleFirsts｡ci｡l｡gi"Ivari;,1)lesinRII"11)evelopm"&省.ﾎ…術ｾﾝﾀー主任研究員｡農学博士
B5判,408頁，定価(本体3500円十税)B5変型80頁定価(本体1000i円十税）
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森林の地理情報システム(GIS)はここまで来ているノ各界に大きな反響/好評発売中／

森林GIS入門:標識獺ｱ
－これからの森林管理のために－新しい時代の森林管理･森林情報とは。

莞本林業技術協会事術 濤業部
61-3044

ぞ。

業お求めめは……社団法人日本
〒102-0085東京都千代田区六番町7TEL,
図書のお求めは書名・冊数・送付先・電語・」

lllul加＝弓
IFAX.03-32

うえFAXでどう

,､03-3261-6969

氏名を明記のう

日林協の〈刊行物・ビデオ・物品等の総合目録＞がございます。ご利用ください（事業部）
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